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資料の構成

①各国意匠制度一覧表

各国編

② 欧州共同体
③ 米国
④ ブラジル
⑤ ロシア
⑥ 中国
⑦ インド
⑧ マレーシア
⑨ インドネシア
⑩ 韓国
⑪ 台湾
⑫ シンガポール
⑬ 香港
⑭ タイ
⑮ ベトナム
⑯ フィリピン

No   項目
1. 保護法域
2. 機能に関連する意匠の保護の可否
3. 画像意匠保護(登録例の有無）
4. 出願～登録期間、権利期間と起算日
5. 実体審査（特許庁による審査義務）
6. 自発補正
7. 公知公用／刊行物記載
8. 新規性喪失の例外規定(グレースピリオド）
9-1. 意匠が公開されるタイミング/発行形態(登録公報または公開公報）
-2. 秘密制度／公告繰延べ

10.  早期審査、優先審査
11.  関連（類似）制度

（互いに類似する意匠を関連付けて出願する制度の有無）
12.  多意匠一出願（類似性は関係なく、多意匠を含める出願）
13.  部分意匠
14.  異議申立
15.  無効審判
16.  情報開示義務
17.  第一国出願の制限
18.  意匠の特徴記載
19.  願書、図面以外の必要書面（委任状・宣誓書等）
20.  言語
21.  図面様式・必須な図面（推奨図面）
22.  優先権
23.  ＩＰＤＬ検索
24.  現行法施行年
25.  条約加盟状況



No 項目 小項目 記入要項 ①日本 ②欧州共同体 ③米国 ④ブラジル ⑤ロシア ⑥中国 ⑦インド ⑧マレーシア ⑨インドネシア ⑩韓国 ⑪台湾 ⑫シンガポール ⑬香港 ⑭タイ ⑮ベトナム ⑯フィリピン
1 保護法域 意匠法 意匠法 特許法 産業財産権法 特許法 専利法 意匠法 意匠法 意匠法 デザイン保護法 専利法 意匠法 香港意匠条例 特許法 知的財産法 知的財産法

機能のみからなる
形状

非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 非保護対象 規定なし 非保護対象 非保護対象

スペアパーツ等 保護可能

保護対象である
が、修理条項の制
限を受ける場合が
ある。

保護可能 保護可能 保護可能 保護可能 保護可能
保護可能だが、
must-matchの場
合は適用除外

保護可能 保護可能 保護可能
保護可能だが、
must-matchの場
合は適用除外

保護可能 保護可能
使用時に目視でき
ない物品非保護
対象

保護可能

規定
規定上で明記されている
※日本と保護形態が異なる

有 有※ 有 なし 有※ なし なし なし なし 有※
なし（改正後導入
予定）

なし なし なし なし なし

登録有無
×無効性有り

ロカルノ分類14-04（スクリーン・ディ
スプレイ，アイコン ）が付与された意

有 有 有 有× 有 有× 有 有× 有× 有 有× 有× 有 有 不明 有

出願～登録期間(登
録証発行）

平均12ヶ月 数日～4ヶ月 12ヶ月 7-8カ月 6～12ヶ月 6ヶ月 6～8ヶ月 12ヶ月 1-2年
審査対象意匠：7-
8ヶ月、無審査対
象意匠2-3ヶ月

12ヶ月 2ヶ月 2ヶ月 3-5年 6-12ヶ月 12ヶ月

権利期間 登録日から20年 出願日から25年 登録日から14年 出願日から25年 出願日から25年 出願日から10年
出願日又は優先
日から15年

出願日又は優先
日から15年

出願日から10年 登録日から15年 出願日から12 年 出願日から15年 出願日から25年 出願日から10年 出願日から15年 出願日から15年

登録料（年金、更
新）

年金
出願日から5年、5
年毎に4回更新

登録時一括納付
出願日から10年、
5年毎に3回更新

出願日から15年、
+10年延長可

年金
出願日から１0年、
+5年延長可

出願日から5年、5
年毎に2回更新

出願料金に含ま
れる

年金 年金
出願日から5年、5
年毎に2回更新

出願日から5年,　5
年毎に4回更新

年金
出願日から5年、5
年毎に2回更新

出願日から5年、5
年毎に2回更新

5
実体審査（特許庁に
よる審査義務）

有無 有 なし 有 なし 有 なし 有 なし なし
有。物品によって
は無審査

有 なし なし 有 有 なし

可否 可 可 可 規定なし 可 可 可 可 規定なし 可 可 可（手数料要） 可 可 可 規定なし

期間
登録査定確定ま
で

登録までの期間
が短いためほぼ
不可

最初のOAが発行
されるまで。

-
登録査定確定ま
で

出願日から2ヶ月
以内

時期制限の規定
なし

登録まで -

・登録決定通知書
の送達前
・審判請求日から
30日以内

審査中 登録まで
時期制限の規定
なし

時期制限の規定
なし

登録まで -

7
公知公用／刊行物
記載

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内公知
国内刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

国内外公知
国内外刊行物

期間 6ヶ月 12ヶ月 12ヶ月 180日 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 6ヶ月 なし 6ヶ月 6ヶ月
自己起因可否 ※限定が厳しく、実質活用不可 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ○ - ※ ○

※自己起因限定条
件

- - - - -

・中国政府公認国
際展示会
・規定の学術会
議、技術会議

インド中央政府が
公報に通知した産
業又は国際博覧
会

公式又は公認の
博覧会に展示

・インドネシア国
内,国外公式国内,
国際博覧会
・教育,研究,開発
目的且つ創作者
による国内での試
験的使用

-
政府主催展覧会,
政府認可の展覧
会

(織物の場合は別
条件あり）

(織物の場合は別
条件あり）

-

・学術的発表の形
態での公開
・国内博覧会、公
式,公認国際博覧
会

-

意思相反可否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ‐ ○ ○

提出書類
必要(出願から14
日以内）

不要 不要 不要 不要
必要(出願から2ヶ
月以内)

必要（自ら公開の
場合は事前通知

必要 不要
必要(出願から30
日以内）

必要（指定期間
内）

必要(出願時に陳
述書提出）

必要 ‐ 明記無し 明記無し

-1.意匠が公開され
るタイミング

約7ヶ月 数日から2ヶ月 1-1.5年 2-8ヶ月 10-12ヶ月 6-8ヶ月 6-8ヶ月 10-12ヶ月 3-6ヶ月 6-12ヶ月 10-12ヶ月 2-5ヶ月 2-3ヶ月 1-2年 4-5ヶ月 4-6ヶ月

   .発行形態(登録公
報または公開公報）

登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 公開公報 登録公報 登録公報 登録公報 登録公報 公開公報 公開公報 公開公報

秘密/繰延/なし 秘密意匠 公告繰延 なし 秘密意匠 なし なし なし なし 公告繰延 秘密意匠 公告繰延 なし なし 公告繰延 なし なし

期間 3年
出願日（または優
先日）から30ヶ月

－ 出願日から180日 － － － －
出願日または優
先日から12ヶ月

3年 3ヶ月 － － 任意 － －

請求時期
出願日/登録料納
付日

出願時 － 出願時 － － － － 出願時
出願日～登録料
納付日

登録料納付日 － － － － －

有無（条文化されて
いるか否か）

有 なし 有 なし なし なし なし なし なし 有 なし なし なし なし なし なし

要件
権利化の緊急性
日本以外への出
願あり。

-
900US$納付。事
前審査が必要

－ － － － － － 条件有り - - - － － -

期間 いつでも可 - 明記なし － － － － － －
優先審査申請後、
3日以内に立証書
類を提出する。

- - - － － -

関連/類似/併合

類似：条文上で「類似」を条件とする
ことを明記している
併合：何らかの形態的関連性（単一
性,同一コンセプト等）を条件に一の
出願とすることが可能

関連意匠 なし 併合 併合 併合
類似
（一出願にまとめ
ることができる）

なし なし 併合

類似
（それぞれの意匠
は一出願として扱
われる）

類似
(改正後、類似が
廃止、関連意匠制
度に変更予定）

なし なし なし 併合 併合

範囲 本意匠と類似 － 実質同一
同一用途かつ類
似
(20まで）

同一デザインコン
セプト

実質同一または
類似
(10まで）

－ －
実質同一または
同一の分類に属
する

類似 類似 － － － 実質同一 実質同一

期間
本意匠登録公報
発行まで

－ 出願時 出願時 出願時 出願時 － － －
基本意匠が存続
中

基本意匠が存続
中

－ － － 記載なし

有無 有・なし なし 有 なし なし なし なし なし 有 なし 有（無審査対象） なし 有 有 なし なし なし

条件 － 同一ロカルノ分類 項番11を参照 項番11を参照 項番11を参照 項番11を参照 － 同一ロカルノ分類 項番11を参照
物品区分上同じ
大分類に属する
物品

- 同一ロカルノ分類

同一ロカルノ分類
の物品または同
一の組物に関す
る場合（及び所定
の条件に従う場

－ 項番11を参照 項番11を参照

件数の制限 件数 － なし － － － － － 規定見当たらず － 20まで - 規定見当たらず 規定見当たらず － － －
一部放棄 可否 － 可 － － － － － 可 - 可 - 規定見当たらず 規定見当たらず － － －

有無 有 有 有 なし なし なし
あり（審査基準に
て使用が認可され
た）

なし 有 有
なし（改正後導入
予定）

なし 有 なし なし なし

記載方法 破線、色分け可 破線と実線 破線と実線 － － － 破線と実線 － 破線と実線 破線と実線 - - 破線と実線 － － －
有無 有・なし なし なし なし なし なし なし なし なし 有 なし － なし なし 有 なし なし
利害関係 要否 - － － － － － － － 否 － － － － 不要 規定見当たらず -

時期的条件 － － － － － － － － 公開から3ヶ月 － － － －
出願公開から90
日以内

- -

備考 － －
改正法案に含ま
れている

－ － － － － － 2007年廃止 － － － － － －

有無 有 有 なし 有（行政・司法） 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

12
多意匠一出願（類似
性は関係なく、多意
匠を含める出願）

14 異議申立

15 無効審判

13 部分意匠

11

関連（類似）制度（互
いに類似する意匠を
関連付けて出願する
制度の有無）

10 早期審査、優先審査

8
新規性喪失の例外
規定(グレースピリオ
ド）

9

-3. 秘密制度
／公告繰延べ

4
出願～登録期間、権
利期間と起算日

6 自発補正

ＢＲＩＣｓおよびアジア諸国意匠制度一覧表

【本一覧表表記載内容について】規定に明記されていない項目については、代理人によって解釈が異なる、あるいは実例がないため実体は不明といった内容も一部有ります。一覧表は、目安としてご活用ください。各項目の解説は詳細版をご覧ください。

2
機能に関連する意
匠の保護の可否

3
画像意匠保護(登録

例の有無）



No 項目 小項目 記入要項 ①日本 ②欧州共同体 ③米国 ④ブラジル ⑤ロシア ⑥中国 ⑦インド ⑧マレーシア ⑨インドネシア ⑩韓国 ⑪台湾 ⑫シンガポール ⑬香港 ⑭タイ ⑮ベトナム ⑯フィリピン

利害関係

不要（但し、不当
な出願権の承継
に関する請求は
利害関係要）

無効理由による － 要 不要 不要 要 不要 不要 要 不要 要 不要 不要 不要 不要

時期的条件 いつでも可 いつでも可 －
・行政：登録から5
年

いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 いつでも可 規定見当たらず いつでも可 いつでも可

備考 － －

代る査定系再審
査あり、権利消滅
まで、第三者の要
求可

－ － － － － － － － － － － － －

有無（条文上の規
定）

なし なし 有 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし 　なし
　なし（特許規則
9-6は特許、小特
許のみ）

　なし 　なし

提出期間 - － 公報発行まで － － － － － － － － － － － － －
必要な書類 - － － － － － － － － － － － － － －

17 第一国出願の制限 有無 なし なし 有 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
要否 任意 任意 任意 任意 要 要 任意 任意 不可 要 要 要 任意 任意 要 任意

記載内容 特徴記載
特徴記載を100単
語以内

- -
意匠物品の新規
な特徴点

名称、用途、設計
要点

出願意匠が新規
であることについ
ての簡単な陳述

物品の説明、原材
料の記載

-
物品、デザインの
説明及び創作内
容の要点

物品の用途及び
意匠の物品の創
作特徴

出願意匠が新規
であることについ
ての簡単な陳述

意匠の表示の説
明、新規であると
みなす特徴の説
明

100語以内で意匠
の説明

形状特徴及び/又
は線の特徴及び/
又はこれらの特徴
の間の相互関係
及び/又は色彩

特徴の説明及び
クレーム(意匠の
性格に応じて)

影響度 参考情報か権利に影響を及ぼすか 参考情報 参考情報 - 不明 及ぼす 参酌される 参考情報 不明 不明 参考情報 参酌される 不明 不明 不明 不明 不明

書類 委任状（包括可） 委任状（包括可）
宣誓書・委任状
譲渡証書

委任状 委任状 委任状（包括可） 委任状 委任状
宣誓書・委任状
譲渡証書

委任状（包括可） 譲渡証・委任状 委任状
委任状
創作者の陳述書
（譲渡証書）

委任状
譲渡証

委任状
譲渡証含む委任
状

公証認証要否 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 要（委任状） 不要 不要

20 言語 日本語

・第1言語：EU11公
用語のうちの1つ
・第2言語：英語、
フランス語、ドイツ
語、イタリア語、ス
ペイン語のうちの1

英語 ポルトガル語 ロシア語 中国語 英語/ヒンディー語 マレー語/英語 インドネシア語 ハングル語 中国語 英語 英語/中国語

いずれの言語でも
可。但し、出願か
ら90日以内にタイ
語への翻訳が必
要

ベトナム語 フィリピン語/英語

必須な図面（推奨図
面）

6面図 規定なし
6面図(及び斜視
図)

6面図及び斜視図 6面図及び斜視図
6面図(及び斜視
図)

6面図及び斜視図 6面図及び斜視図 6面図及び斜視図 6面図及び斜視図 6面図及び斜視図
6面図(及び斜視
図)

6面図及び斜視図 6面図及び斜視図 6面図及び斜視図 6面図及び斜視図

図面の種類 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 原則、線図 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図、ＣＧ、写真 線図
図面の省略 可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可

備考
ひな形、見本の提
出可

7図まで
物品によっては、
ＣＧ、写真が受け
入れられている

- - -
断面図,参考図の
提出不可

- - - - - -
断面図,参考図の
提出不可

- -

有無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
申請タイミング 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から12ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願日から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月 出願から6ヶ月

証明書要否 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要
（審査官の要求に
よる）

要 要 要 要

証明書の提出期限 出願から3ヶ月 出願から3ヶ月 登録まで
出願から90日以
内

出願から3ヶ月 出願から3ヶ月 出願から3ヶ月
登録官による請求
から3ヶ月
（翻訳：6ヶ月）

出願から3ヶ月 出願から3ヶ月 出願から3ヶ月 - 出願から3ヶ月 出願から16カ月 出願から1ヶ月 出願から6ヶ月

分類サーチ可否 可 可 可 可
IPDLなし（最新公
報のみ閲覧可

可 IPDLなし 可
IPDLなし（公開中
の意匠のみ閲覧
可）

可 可 可 可 可 可
検索項目にはな
いが、キーワード
として検索可能

言語 日本語/英語 英語 英語/日本語 ポルトガル語 - 中国語 - 英語 - 英語 中国語 英語 英語/中国語
英語（表示はタイ
語のみ）

ベトナム語/英語 英語

図面の一覧表示有 有 有 無 無 - 無 - 無 - 有 有 有 有 無 有 一部代表図表示
料金 無料 無料 無料 無料 - 無料 - 無料 - 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

24 現行法施行年 2006年 2003年 2005年 1997年 2003年 2009年 2001年 2003年 2001年 2011年
2010年
（2012or20r13年
改正予定）

2005年 2010年 1999年 2006年 2008年

パリ条約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
ヘーグ協定（ジュ
ネーブアクト）

× ○ × × × × × × × × × ○ × × × ×

ロカルノ協定 × × × × ○ ○ × × × ○ × × × × × ×

23 ＩＰＤＬ検索

優先権

16

25 条約加盟状況
加盟：O　未加盟：X
（2012年3月現）

19
願書、図面以外の必
要書面（委任状・宣
誓書等）

21 図面様式

22

情報開示義務

18 意匠の特徴記載

15 無効審判



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

② 欧州共同体意匠 編

特許庁HP http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

アイルランド／イギリス／イタリア／オーストリア／オランダ／ギリシャ
／スウェーデン／スペイン／デンマーク／ドイツ／フィンランド／
フランス／ベルギー／ポルトガル／ルクセンブルグ／ポーランド／
ハンガリー／チェコ／スロベニア／スロバキア／エストニア／ラトビア
／リトアニア／キプロス／マルタ／ルーマニア／ブルガリア

―同盟国―



１．保護法域

意匠法

（１） 共同体意匠は，専ら技術的機能によって決定付けられる製品外観の特徴には存在しないものとする。
（２） 共同体意匠は，製品外観の特徴であって，その意匠が組み込まれているか又は適用されている製品を

他の製品に機械的に連結するか又は他の製品の中，周囲若しくはそれに接して設置することにより，
何れの製品もその機能を果たすことができるようにするために，必然的に正確な形状及び寸法で再現
しなければならないものには存在しないものとする。

（３） （２）に拘らず，共同体意匠は，モジュール・システムにおいて，相互に交換可能な製品の複合的組立又は
連結を可能にする目的にかなう意匠には，第5条及び第6条に規定した条件の下で，存在するものとする。

（規則第８条）

２．機能に関する意匠の保護の可否

３．画像意匠

画面自体が物品の１単位。

※「欧州共同体意匠規則」
（Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs）

機能のみからなる形状は保護されない。
スペアパーツは、保護対象であるが、修理条項の制限を受ける場合がある。

規則 第３条b
「製品」とは，工業又は手工芸による物品をいい，その中には，特に複合製品に組み立てることを目的とする部
品，包装，外装，図形的表象（グラフィック・シンボル），印刷書体を含むが，コンピュータ・プログラムは含まない。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

（ OHIM HPより）

(1) 出願～登録期間：数日～４か月程度（優先権証明書の提出タイミングにより変動）
出願と同時に優先権証明書を提出した場合、4日程度で登録に
なっている。

(2) 登録日の起算日：出願日（規則 第48条）

(3) 権利期間：出願日から２５年
（出願から５年間＋５年間毎に４回更新。）

５．実体審査

なし（方式審査はあり）

①意匠が保護対象に該当するか、②公序良俗違反、のみ審査される。
新規性、独自性の審査はされない。 （規則 第45条）



６．手続補正

・当該訂正が意匠の表示を変更しない限りにおいて、訂正することができる。
・出願人の名称及び宛先、文言もしくは複写の誤りまたは明白な錯誤のみ。（施行規則 第12条）

７．公知公用／刊行物記載

国内外公知公用
内外国刊行物公知

明白な錯誤のみ自発補正可能

・以下に該当する場合、新規性喪失の例外規定を利用できる。
(a)意匠創作者，その権原承継人によって，又は意匠創作者若しくはその権原承継人が提供した情報若しくは

行った行為の結果として，第三者によって行われたとき
(b)意匠が意匠創作者又はその権原承継人に対する濫用の結果として公衆の利用に供されていたとき

（規則 第7条2項）

８．新規性喪失の例外規定

グレースピリオド 期間：12か月
提出書類：不要



・延期可能期間：出願日（優先権主張している場合は優先日）から３０月

・請求可能時期：出願時

・公告延期の記事は共同体意匠公報に公告される。
（権利所有者、出願日、その他施行規則に規定されている事項が公告される）

・公告延期の請求とともに、または遅くとも３０月の延期期間満了の３月前に、
公告手数料を納付する必要がある。この要件を満たさない場合、登録共同体
意匠は、効果を初めから有していなかったものとみなされる。

（以上 規則 第50条、施行規則 第15条）

・多意匠一出願の場合、個々の意匠について公告延期の申請ができる。

（規則 第37条）

公告延期の状態のときに、

OHIMのHPで公告されている項目

数日～４か月程度／登録公報

９-２．秘密制度／公告繰延べ

公告繰延べあり
期間：出願日または優先日から30か月
請求時期：出願時

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態



１０．早期審査

１１．関連（類似）制度

１２．多意匠一出願

１３．部分意匠

なし

あり
条件：同一ロカルノ分類
件数の制限：なし
一部放棄：可

なし

あり
記載方法：実線と破線

意匠にかかる物品が、ロカルノ分類の同一のクラスに属している場合、複数の意匠を一出願とすることができる。
個々の意匠は、（権利行使、放棄・更新・譲渡、公告延期等に際して）他の意匠とは分離した取り扱いをするこ
とができる。 （規則 第37条）

（規則 第3条）

なし

１４．異議申立



あり

利害関係：無効理由により請求人適格が異なる

・意匠の保護要件を充たしていないとする理由の場合は、誰でも請求可

・権利所有者が正当な権利の承継者でないと裁判所が認めた場合は、正当な権
利者のみがその無効理由を援用できる

・他人の権利との抵触に関する理由の場合は、先の権利の出願人または所有者

・国の紋章、同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章，旗章その他の記章，
略称及び名称等、その他、加盟国において特別の公益を有するものの不当使用
に関する理由の場合は、その使用に関係する者又は法主体

（意匠理事会規則 第24～26条）

時期的条件：いつでも可

１５．無効審判



なし

なし

１７．第一国出願の制限

１６．情報開示義務

１８．意匠の特徴記載

任意
記載内容：１００単語以内
影響度：参考情報

１９．宣誓書等

必要書類：委任状、意匠創作者の陳述書（意匠理事会規則第36条(3)(e) ）

公証認証：不要

第１言語：EUにおける11公用語のうちの１つ
第２言語：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語のうちの１つ

２０．言語



・最初の出願の出願日から６か月以内（規則 第41条）
・優先権の申立書及び先の出願の謄本を提出しなければならない（規則 第42条）
・出願の謄本は、出願日から３月以内に提出しなければならない。（施行規則 第８条）
・出願の謄本の言語が、商標意匠庁の言語の 1 でない場合は，商標意匠庁は，
商標意匠庁の言語の 1 による先の出願の翻訳文を要求することができる。（規則 第42条）

＜参考：博覧会優先権＞
「国際博覧会に関する条約」の条件に該当する公式の又は公認の国際博覧会において開示している場合は，
第43条の意味における優先権を主張することができる。

・最初の開示日から 6 月の期間内に出願
・博覧会において開示したことの証拠を提出しなければならない。
・出願と同時にまたは出願日から３月以内に、博覧会における工業所有権の保護に対して責任を
有する当局がその博覧会において交付した証明書を提出しなければならない。
・出願後に博覧会優先権を主張しようとする場合は、出願日から１月以内に、優先権申立書を提出しなければ
ならない。 （規則 第44条、 施行規則 第9条）

２２．優先権

必須図面についての規定なし
図面の種類：線図、CG、写真可
図面の省略：可
数の制限：７図まで（施行規則第４条）

２１．図面様式

あり
出願から６ヶ月
優先権証明書要（出願の謄本）
証明書の提出期限：出願日から３ヶ月以内



「Search Community
designs」をクリック

「Search Online」
をクリック

OHIM HP:http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do より

(1) URL：http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

(2) ロカルノ分類検索：

可

(3) 英語のキーワード検索：

可

(4) 結果表示：

書誌＋代表図一覧

(5) 公報表示：

公報と同等の情報を

閲覧可

(6) 収録範囲：

2003.4.1～

２３．ＩＰＤＬ検索

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do


◆ 検索画面 (basic search）

OHIM HP:http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do より

◆ 検索画面（advanced search）



OHIM HP:http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do より

◆ 検索結果(登録情報画面）

◆ 検索結果(結果一覧）

1/3

2/3

3/3



２５．条約加盟状況

登録共同体意匠（Registered Community Design System）・・・・２００３．４．１より施行
無登録共同体意匠（Unregistered Community Design System）・・２００２．３．６より施行

２４．現行法の施行日

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

③ 米 国 編

特許庁HP http://www.uspto.gov/



１．保護法域

２．機能に関連する意匠の保護の可否

特許法（design patent）

機能から必然的に採用された形状である場合、登録は認められない。
スペアパーツについては、保護可能。

意匠独自の規定
35 U.S.C. 171 Patents for designs. 35 U.S.C. 172 Right of priority. 35 U.S.C. 173 Term of design patent.

３．画像意匠

・「製造物品のための装飾的デザイン（ornamental design for an article of manufacture）」
と定義。物品（画面）に応用又は具現化されていれば、保護対象となり得る。

・変化する画像は、意匠クレームの対象となり得、２以上の図で表すことができるが、画像は
連続して観察するように認定され、変化のプロセスは要素に含まれない。

・物品の解釈・運用は弾力的に行われている。

・画像意匠自体が物品の単位ではない。
＞PCモニター上に表示される画像意匠は、物品名を「コンピュータアイコン画像を備えた
ディスプレイパネルの部分」とする。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

http://iprsupport-
jpo.go.jp/miniguide/pdf2/USA.htmlより
（フロー図中、青字を加筆）

（意匠は優先日より
6ヶ月以内）

意匠はPCT出願なし

意匠は公開なし

意匠は登録から14年

12か月程度

意匠の登録料納付は登録時一括

(1) 出願～登録期間:１２ヶ月程度

(2)登録の起算日:登録証発行日

(3)権利期間:登録から１４年
※登録料は、登録時に一括納付。



５．実体審査

あり
新規性、独創性、非自明性、装飾性

６．自発補正

予備補正(Preliminary Amendment)が、日本の出願実務でいう自発補正に概ね該当する。

【予備補正可能時期】

① 出願と同時

注）出願と同時に行う予備補正では、明細書（specification）の内容について補正を行う
場合、発明の名称（title）、要約 (abstract)、優先権主張出願の基礎出願、分割出願の親
出願、国内移行出願の国際出願等、原出願や関連出願の情報を書き入れる目的以外
の補正は、代替明細書（substitute specification）の提出が必要。）
又は、

② 出願後、最初のオフィスアクションが発行されるまで。（FA期間 ５～８ヶ月程度）

※拒絶理由に対する補正は、再度の補正で拒絶理由を克服できない場合、新規事項を
追加しない範囲の補正について、審査継続（RCE）の手続きを取ることができる。
RCE料金を払えば、登録料（issue fee）の納付まで何度でも可。



７．公知公用／刊行物

国内公知、国内外刊行物

８．新規性喪失の例外規定

グレースピリオド 期間１２ヶ月（35 U.S.C. 102(b)）

但し、米国意匠特許出願の６ヶ月以上前に出願した対応外国出願が、米国での意匠
特許出願前に登録になった場合は特許を受けることができない。

新規性に関する特別ルール
102条（ｂ） one year rule
合衆国における特許出願日より１年以上前にその発明が本邦又は外国において特許されもしくは刊行物に記
載されていた場合、又は本邦において公然と用いられもしくは販売されていた場合、たとえ、発明を完成した時点
では新規性を有していた発明であっても、新規性を欠くものとして特許を受けることができない。
102条（ｄ） twelve months rule
発明が外国において出願人又はその法定代理人もしくは承継人により合衆国における出願提出より１２ヵ月以
上前に提出された出願に基づいて、合衆国における特許出願日より前に特許を与えられ、又は与えられる状態と
なったかあるいは発明者証の主題となっていた場合、新規性を欠くものとして特許を受けることができない。

９-２．秘密制度/公告繰り延べ制度

なし

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

出願から１～１.５年／登録公報（意匠は公開公報なし。）



あり(特許規則§1.155)

１０．早期審査

1. 出願人の年齢または健康を理由とする早期審査
出願人の年齢が65歳以上であること、または、出願人の健康を理由とする場

合。証拠が必要。（37 CFR 1.102(c)(1), MPEP §708.02）。

2. 改訂早期審査制度（Revised Accelerated Examination Program）
2006年8月25日以降の出願に対して適用される。

要件（MPEP §708.02(a)）：
(A) 請願書および費用（US$900-）（37 CFR 1.17(h)）

(B) 再発行出願ではないこと
(C) ＥＦＳ－Ｗｅｂにより手続がされたこと
(D) 出願時に全ての書面および費用が提出されていること
(E) 独立クレーム数が３以下、総クレーム数が２０以下であること
(E) 発明の単一性を有し、または、否認せずに一発明を選択することに合意す
ること
(G) 審査過程で審査官とのインタビューに応じることに合意すること
(H) 審査前サーチを行った旨のステートメントを提出すること
(I) 早期審査サポート書面（Accelerated Examination Support Document）を提出
する



１２．多意匠一出願

併合出願可
単一のクレームと認められる範囲内の意匠は、１出願の中に複数の意匠を含めること
が出来る。

１１．関連（類似）制度

権利範囲が狭いので、日本の関連意匠も別権利として登録となり得る。

１３．部分意匠

あり
記載方法：破線と実線

１１参照



１４．異議申立

１５．無効審判

１６．情報開示義務

あり
提出期間：公報発行まで
Information Disclosure Statement (IDS)-37 CFR 1.56）

※違反した場合、不公正な行為または詐欺（Fraud）として、権利行使不能状態に陥るの
で要注意。

なし
※この度、可決・成立した米国特許法改正案によれば、特許付与から9か月以内
に、異議申し立てを申立することができるという内容の「Leahy-Smith America 
Invents Act」が含まれている。（2012.3現）

なし

査定系再審査（Ex Parte Reexamination）があり、こちらは権利消滅まで、第三者でも
要求可。



１７．第一国出願の制限

あり
・米国内で発明された発明は、米国に最初に出願をしなければならず、また、米国特許
出願日から６ヶ月経過するまで、外国に出願することが出来ない。
・審査の結果、秘密指令(secret order)が発令されると、外国へ出願することはできない。

US CODE Title 35,122_ Confidential status of applications; publication of patent applications
US CODE Title 35,171_ Patents for designs

１８．意匠の特徴記載

任意
※37 CFR 1.154(b)(4)で、Description of the figure or figures of the drawingを含める
べきであると規定されており、図面の説明は必要。 意匠の特徴の記載は必須では
ない。

１９．宣誓書等

必要書類：宣誓書（37 CFR 1.63）・委任状（発明者全員のサインが必要。）・譲渡証書（発明
者が会社などに特許を受ける権利を譲渡した場合）。

公証認証:不要



２０．言語

英語

２１．図面様式

必 須 図 面 ：六面図。
MPEP（審査基準）では、斜視図は必須としてはいないが、提出を推奨。
場合によっては、出願後に斜視図を提出することが要求されることもある。
特許規則§1.83（特許）、1.152(意匠）

図面の種類：原則は図面（線図）。

意匠では立体感を表す陰影を付すことが義務付けられている。

図面では十分に表現できない場合にのみ写真の提出が認められている。
※現状は、上記によらなくても、写真（CG)による出願が受け入れられる場合
も有るが、不鮮明との理由で拒絶を受ける例も少なくない。

断面図の提出も認められる。

２２．優先権

あり

期間：６ヶ月以内。
優先権証明書要
証明書の提出期間：登録まで。(特許規則§1.55（２））



２３．IPDL検索

(1) URL http://www.uspto.gov/

(2) 分類検索可否と分類種類：分類検索可。 US分類及びロカルノ分類

(3) 英語のキーワード(書誌項目）検索可否：可 日本語の検索可？

(4) 結果表示形式：図面の一覧形式なし。
ヒット一覧表示項目はPatent№とTitleのみ。

(5) 公報形式表示有無と表示図面の種類：公報形式の表示あり。全図面表示。

USPTO Patent Full-Text and 

Image Database (PatFT) and 

Application Full-Text and Image 

Database (AppFT) 

◆ ホーム画面

http://www.uspto.gov/


※公報発行日（ISD／Issue Date ）の範囲検索は可能

Advanced Search
テキスト検索

項目名（Field Name）をクリッ
クすると、入力方法のHelp頁

が表示される

Quick Search 

Advanced Search 

Number Search 

※PatFT／ Patents（登録公報）
※AppFT／ Applications（公開公報）

◆ 検索メニュー画面



Quick Search
簡易検索

【Title】で検索する場合には、Term2で
【Patent Number】を選択し、 「D」をキーワー
ドにすれば意匠だけヒットします。

◆ Quick Search

1. Term 1の検索キー（単語orフレーズ）を入力
2. Field 1 のプルダウンメニューから検索キー
ワードの種類を選択
3. Select yearsで年代を選択
4. Searchボタンをクリック。
5. 検索結果がリスト表示される。
6. 文献番号をクリックすると、テキスト版が表示
される。
※ TIFF画像版を表示する場合、上のImagesボ
タンをクリック。

ただし、画像版を見るには、以下のソフト(フリーウェア)
が必要らしい。
AlternaTIFF:  http://www.alternatiff.com/ (tested: IE, 
Netscape, Opera) 
interneTIFF:  http://www.internetiff.com/ (tested: IE, 
Netscape)



（“interneTIFF”のダウンロードによる画面）

上の画面では拡大率が調整できず。

デスクトップに一旦保存してからファイルを開いた
ところ、右画面のように閲覧できた。

◆ ヒット表示画面



合衆国法典第35巻(35 U.S.C.)－特許
2005年8月8日改正

２４．現行法の施行日

２５．条約への加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定(ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

④ ブラジル 編

特許庁HP http://www.inpi.gov.br/



１．保護法域

産業財産法

２．機能に関する意匠の保護の可否

• 物品の装飾的造形体又は製品に利用することができる線及び色彩の装飾的配置であって，その外形に新
規かつ独創的な視覚的成果をもたらし，工業生産のためのひな形にすることができるものは，意匠とみなさ
れる。（産業財産法 第95条）

• 純芸術作品は，意匠とはみなされない。（産業財産法 第95条）
• 次に掲げるものは，意匠としての登録を受けることができない。

(I)  道徳及び善良の風俗に反するもの，又は他人の名誉若しくは印象を害する
もの，又は良心，信条，信仰の自由を損い，尊敬及び崇拝に値する思想及
び感情を損なうもの

(II) 対象物が通常又は一般に備える必然的な形状，又は技術的若しくは機能的
配慮によって本質的に決定される形状

３．画像意匠保護

「産業財産法」に、特許・意匠・商標（標章）が含まれる。
第２編（第94条～第121条）が意匠。

画面の保護に関する規定はなく、登録例は存在するが、無審査のため登録の有効性
については疑いがある。

機能のみからなる形状は、保護の対象とならない。
スペアパーツも保護可能。



（模倣対策マニュアル 2011年3月版より）

意匠登録出願が行われ，第 100 条，第 101 条及び
第 104 条の規定が満たされている場合は，
その出願は自動的に公告されるものとし，同時に登録
が付不され，それに係わる登録証が交付される。
（産業財産法 第106条）

４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(1) 出願～登録期間（登録証発行）：７～８ヶ月
(2) 権利期間：出願日から２５年

（出願から１０年＋５年毎に３回更新） （産業財産法 第108条）



５．実体審査

なし（方式審査のみ）

６．自発補正

自発補正に関する規定がなく、可否不明

７．公知公用／刊行物記載

国内外公知、内外国刊行物公知

＜参考：登録後に実体審査を求める制度＞
登録意匠の所有者は，登録存続期間中いつでも，その登録対象の新規性及び独創性に関する審査を請求す
ることができる。
補項 INPI は，実体審査に関する見解書を発行するものとし，第 95 条から第 98 条までに規定した要件の内
の少なくとも 1 が欠落していると結論付けるものである場合は，当該見解書を職権による登録無効手続の開
始理由とすることができる。
（産業財産法 第111条）

出願日前に、ブラジルまたは外国において、使用またはその他の手段によって公開されていないものでなければ
ならない（産業財産法 第96条）



８．新規性喪失の例外規定

期間：１８０日
提出書類：不要

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

７～８ヶ月程度／登録公報

出願日または優先日前180日以内に開示され、その開示が第12条（Ⅰ）～（Ⅲ）までに記載した事情の下で行
われた場合は、新規性喪失の例外規定を受けることができる。 （産業財産法 第96条）

（Ⅰ）発明者（創作者）によるもの
（Ⅱ）ＩＮＰＩ（国家産業財産権庁）が、発明者から取得した情報に基づきまたは発明者が行った行為の結果として、
発明者の同意を得ることなくなされた特許出願を公開したことによるもの
（Ⅲ）第三者によるものであって、発明者から直接もしくは関節に取得した情報に基づきまたは発明者が行なっ
た行為の結果として生じたもの （産業財産法 第12条）

９-２．秘密制度／公告繰延べ

出願人が出願時に請求したときは，出願日から180 日間秘密にすることができ，その後
に処理が行われる。（産業財産法 第106条(1)）



１０．早期審査

なし

１１．関連（類似）制度

意匠登録出願は，単一の対象に係わるものとしなければならないが，当該対象については，複数の変異を認め
るものとする。ただし，それらが同一用途に係るものであり，かつ，同一の顕著な識別性を有していることを条件
とし，各出願に含める変異の数は，20 を限度とする。 （産業財産法 第104条）

１２．多意匠一出願

併合出願可能（出願時）
・同一用途、類似の範囲（同一の顕著な識別性）を有する意匠
・１出願の中に２０まで

１３．部分意匠

なし

１１．参照

１４．異議申立

なし



１５．無効審判

＜行政上の無効手続＞
登録が第 94 条から第 98 条までの規定に違反して付不されている場合は，行政的にその登録の無効を宣言するも
のとする。
(1)  無効手続は，第 111 条補項にいう場合を損うことなしに，登録の付不日から 5 年の期間内に，職権により又
は正当な利害関係を有する者からの請求に基づいて，開始することができる。
(2)無効手続の請求又は職権による開始は，その提出又は公告が登録付不日から60日以内に行われた場合は，登

録付不の効力を停止させるものとする。
（産業財産法 第 113 条）

＜司法上の無効手続＞
第 56 条及び第 57 条の規定は，意匠についての司法上の無効手続に準用する。（産業財産法第 118 条）

↓
第 56 条
INPI 又は正当な利害関係を有する者は，特許存続期間中は何時でも，司法上の無効手続を
提起することができる。
(1)  抗弁として，何時でも特許の無効を申し立てることができる。
(2)  裁判官は，相応の手続要件が満たされていることを条件として，予防的又は付随的措置として，
特許の効力停止を命じることができる。

第 57 条
特許無効の司法手続は，連邦裁判所に提起しなければならず，INPI は，自らが原告でないときは，
その訴訟に参加するものとする。
(1)  特許所有者である被告による応答期限は，60 日とする。
(2)  無効訴訟についての判決が確定したときは，INPI は第三者に告示するために公告するものとする。

あり（行政・司法）
利害関係：要
時期的条件：<行政> 登録から５年

<司法> 存続期間中



１７．第一国出願の制限

１８．意匠の特徴記載

なし

１６．情報開示義務

なし

任意

１９．宣誓書等

(I)  願書
(II) 該当する場合は，明細書
(III) 該当する場合は，クレーム
(IV) 図面又は写真
(V) 対象物の利用分野，及び
(VI) 出願手数料の納付証明書
(VII) 委任状（出願日から６０日以内）
(VIII) 優先権証明書（出願日から９０日以内） （産業財産法 第101条）

必要書類：委任状
公証認証：不要



２０．言語

ポルトガル語 （産業財産法 第101条）

２１．図面様式

・必須図面：三次元対象物の場合は常に斜視図を含めなければならない。（意匠規則11.4.1）
・断面図、使用状態参考図は原則丌可

２２．優先権

あり
期間：６ヶ月
優先権証明書要
証明書の提出期限：出願日から90日以内（産業財産法 第16条、第99条）

必須図面：六面図及び斜視図
図面の種類：線図、CG、写真可
図面の省略：可

＜参考：翻訳文について＞
「出願に関する識別情報を含む出願証明書又は同等の書類の自由翻訳文を添付しなければならない。」
「国内処理の開始日から60日以内」 （産業財産法 第16条(2)(4)）
「ブラジルにおいてされた出願が，原出願国からの書類に忠実に記載されている場合は，出願人は自由
翻訳文に代え，その趣旨の陳述書を提出することができる。」 （産業財産法 第16条(5)）



ブラジル特許庁
HP:http://www.inpi.gov.br/より

「Desenho Industrial」→
「Busca」をクリック

「aqui」をクリック

画像に表示されている文字を
入力し、

「acessar」をクリック

① URL: http://www.inpi.gov.br/

② ロカルノ分類検索：可

③ 英語のキーワード検索：不可

④結果表示：書誌一覧（ポルトガル語）

⑤公報表示：なし。（基本的な書誌事項のみの表示、図面はなし）

２３．ＩＰＤＬ検索

http://www.inpi.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/


番号検索
出願日

基礎出願番号
基礎出願の出願日

基礎出願国
分類（ロカルノ可）

名称

出願人名
創作者名

◆検索画面

番号検索

名称、意匠権者、創作者
からの検索が可能And,or,あいまい検索

ブラジル特許庁HP:

http://www.inpi.gov.br/より

http://www.inpi.gov.br/


◆ 検索結果

ブラジル特許庁HP:http://www.inpi.gov.br/より

(11) 登録番号
(22) 出願日
(54) 名称
(73) 権利者
(72) 創作者
(74) 代理人

http://www.inpi.gov.br/


２４．現行法の施行日

２５．条約への加盟状況

1996年5月14日改正
1997年5月15日施行

パリ条約 加盟
ヘーグ協定(ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑤ ロ シ ア 編

特許庁HP http://www.rupto.ru/



１．保護法域

特許法に含まれる。 ロシア特許法第Ⅰ章

特許法第３条（４）
意匠特許による法的保護の範囲は、当該物品の表示に示され、かつ、意匠の本質的特徴の一覧に記載された
本質的特徴の総体により決定される。
特許法第Ⅱ章 第６条
工業的に又は職人により製造された物品の芸術的意匠による表示であって、当該物品の概観を定義するものは、
意匠として保護する。

２．機能に関連する意匠の保護の可否

３．画像意匠保護

・物品自体の有する機能であり物品自体又はこれと一体として用いられる物品に表示され
るものは保護対象。アイコン出願可（日本・韓国の画像ﾃﾞｻﾞｲﾝ同様、PCや、携帯電話等に
附随した画像であること）
・部分意匠制度が無いため、画像部分のみで、日本の画像意匠の図面のような表示部周
辺の筐体部分の記載は不要。

外部形状がもっぱら物品の技術的機能によって決定される物品である場合保護されな
い。
内部構造は保護されない。
物品の部品は、個別に販売することができる場合 (例:自動車のタイヤ等）は保護対象）。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

JETRO模倣対策マニュアルより

(1)出願～登録期間:平均6～12ヶ月
補正または拒絶理由通知がある場合、期間はそ
れに伴って延びる。

(2)登録の起算日：登録料納付日
特許法 第２６条
意匠の登録及び付与については、手数料を納付
しなければならない。定められた手続きに則って
当該手数料の納付を証明する書類を提出しない
場合は、特許の登録及び付与は拒絶され、かつ、
相応する出願は取下げられたものとみなされる。

(3)権利期間：出願日から25年
（出願日から15年＋10年延長可）

(4)FA期間：約２ヶ月



５．実体審査

あり（方式審査＋実体審査）

方式審査

意匠出願書類/登録性/意匠分類/単一性の要件/出願料
特許法第２４条（１）
第１８条（２）に基づいて要求されるすべての必要書類が提出されており、かつ、整っていることを確認する

実体審査

優先権/本質的特徴ﾘｽﾄの検証/追加提出された資料が意匠の本質を変更するもので
あるかの検証/登録要件（新規性・創作性）

特許法第２４条
方式審査の結果が望ましいものである場合は、第６条により要求される特許性審査を含む実体審査を行う。

６．自発補正

登録査定確定まで

特許法 第２０条
「特許の付与又はこの出願に基づく拒絶に関する決定の前に意匠の本質を変更することなしに意匠に係る出願書
類において補正又は説明を行う権利を有する」



７．公知公用／刊行物記載

８．新規性喪失の例外

・内外国公知／内外国刊行物公知

特許法第57条
意匠は、物品の表示おいて示されており、かつ、意匠の本質的特徴の一覧に記載されている本質的特徴全体
が、その意匠の優先日前に世界の何れの場所においても、一般に利用可能な情報から知られていなかったとき
は、新規なものとみなす。

グレースピリオド 期間６ヵ月以内

証明書：不要

特許法第６条（１）

創作者、出願人、またはこれらの者から直接又は間接に情報を得た者によって行われ意匠の本質に関する
情報を公開する内容のものである場合に当該意匠が当該情報開示から６ヶ月以内に知的所有権に関する
連邦行政当局に出願されたとき



９-１. 意匠が公開されるタイミング／発行形態

９-２. 秘密制度／公告繰延べ

出願から10～12ヶ月／登録公報

公表されるのは、意匠の見本と本質的特徴ﾘｽﾄ。

特許法第６条
創作者が創作者として引用される権利を放棄しなかった場合の創作者の名称、特許所有者の名称、発明若し
くは実用新案の名称及びクレーム又は意匠の本資質的特徴及びその図表時も含めて特許付与についての情
報を公報において公告する。

なし

公表を延期することは出来ないが、創作者に関する情報は、創作者が公表されること
を拒否した場合、公表されない。



１０．早期審査

なし

１１．関連（類似）制度

併合出願可

同一デザインコンセプトなど

１２．多意匠一出願

なし

１３．部分意匠

なし



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり
利害関係：不要
時期的条件：有効期間中いつでも

特許法第29条（１）
一部または全部について無効にすることができる
無効審判は｢特許紛争評議会｣にて開始され、裁判所に上訴できる／請求時期制限無し／上訴は３ヶ月内

１６．情報開示義務

なし

なし

１７．第一国出願の制限



１８．意匠の特徴記載事項

必要
記載内容：
・意匠の本質を開示するために必要な場合は物品の外観、
・人間工学体系およびフローチャートを示す図面
※意匠に人間工学的な特徴がある場合にその説明のために提出される。
また、フローチャートは大きさや、比率を示して意匠の本質を明確にするのに用いられる。
尚、これらの図面については、公報には記載されない。

・クレームの詳細な説明／クレーム範囲を特定した特徴記載リスト

１９．宣誓書等

必要書類：委任状

公証認証：不要

特許法第１8条（2）

２０．言語

言語：ロシア語（他言語の場合はロシア語訳必要）

特許法第15条（3）
意匠に係る特許の付与に係る出願は、ロシア語で行う。その出願書類は、ロシア語又は他の言語で
提出することが出来る。
出願書類を他の言語により提出する場合は、出願書類のロシア語の翻訳文を添付しなければならない。



２１．図面様式

必須図面：外観が十分且つ詳細に認識できる物品の１組の表示（六面図及び斜視図）

図面の種類：写真、図面、CG

図面省略：可能 ※同一又は対象の図面、重量物の下面

備考：
・提出可能な図：拡大図、参考図（但し、その種類によっては公報に記載されない。

公報記載可能：拡大図／公報記載不可：断面図）

・認められない図：使用状態図、影線、断面図

特許法第18条（2）
意匠見本は、意匠の詳細まで完全に認識できなければならないほか、写真あるいは図面で構成しても良い。
図面の場合、点線は認められない。図面は白黒が望ましい。色彩が芸術的、構造的解決方法で重要な役割を
担っている場合は、ｶﾗｰ見本を提出することが出来る。

２２．優先権

期間：６ヶ月（出願人の責めに帰することができない理由による場合は、2月を超えない期
間の延長が可能。特許法第19条（2））
証優先権証明書要

証明書の提出期限：出願から３ヶ月以内



ﾛｼｱ特許庁・英語ﾍﾟｰｼﾞ（ＩＰＤＬ）http://WWW1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/ より

英語のﾍﾟｰｼﾞはここまで

無料検索は特許のみ
意匠は最新の公報のみ閲覧可､最新公報の書誌事項のみサーチ可能｡
(意匠はロシア語頁のみ URL:http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
結果表示：登録番号一覧表示から選択可。
公報形式表示有り（全図有り）

２３．ＩＰＤＬ検索

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


公報（図面含む）の表示画面

権利状況

ﾛｼｱ特許庁http://WWW1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/ より

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/


２４．現行法施行日

2003年3月11日施行

２５．条約への加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト)未加盟
ロカルノ協定 加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑥ 中国 編

特許庁HP http://www.sipo.gov.cn/



１．保護法域

専利法

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能のみからなる形状は保護されない。

意匠とは，製品の形状、図案又はその結合及び色彩と形状、図案の結合に対して行わ
れ、優れた外観を備え、かつ工業への応用に適した新たな設計を指す。
専利法第２条

工業への応用に適するということは、意匠は産業上で応用し、ロット生産を成すことが
できるものを言う。

美観に富むということは、意匠専利権の保護客体に該当するかを判断するときに、製
品の機能上の特性又は技術的効果でなく、その外観で与えている視覚的印象に注目
することをいう。
審査指南第1部分第3章7.3

※スペアパーツの保護可能

３．画像意匠保護

画面の保護に関する規定はなく、登録例は存在するが、無審査のため登録の有効性に
ついては疑いがある。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

JETRO 模倣対策マニュアル より

(1) 出願～登録期間 : ６ヶ月

(2) 登録の起算日 : 公告日
予備審査を行い、これを却下する理
由がない場合、国務院専利行政部
門が付与決定を下し、相応する特許
証書を交付する。同時に登記して公
告し、権利は公告日から有効となる。
専利法第４０条

(3) 権利期間 : 出願日から１０年
（年金で維持）専利法第４２条



５．実体審査

なし

初歩審査のみ
専利法第４０条

６．自発手続

可

出願日から２ヶ月以内
細則第５１条

７．公知公用／刊行物記載

国内公知
内外国刊行物公知
専利法第２３条



８．新規性喪失の例外規定

期間:６ヶ月

公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。
条件：中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。

：規定の学術会議、あるいは技術会議上で初めて発表された場合。
：他社が出願者の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。

提出書類：必要

専利法第２４条



９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

６～８ヶ月／登録公報

９-２．秘密制度／公告繰延べ

なし

１０．早期審査、優先審査

なし

※単行本として提供される。
細則第１１条

特許証書の交付と同時に登記して公告し、権利は公告日から有効となる。
専利法第４０条



１１．関連（類似）制度

類似意匠制度有り
条件：同一または類似した設計特徴を備えるなど。

（１０意匠までを1出願にまとめる事が出来る）
※中国専利の類似の範囲は、先行調査に基づいて判断されるのではなく、審査官
の知識レベルなので、日本の類似の概念より狭い。

細則第３５条

１２．多意匠一出願

１３．部分意匠

なし

１１．参照



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり

国務院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該
特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に
当該特許権の無効を宣告するよう請求することができる。
専利法第４５条

１６．情報開示義務

なし



１７．第一国出願の制限

なし

１８．意匠の特徴記載

必要
記載内容：名称、用途、設計要点
影響度：参酌される
細則第２８条

１９．宣誓書等

必要書類：委任状
公証認証：不要
細則第１５条



２０．言語

中国語
細則第３条

２１．図面様式

必要な図面（推奨図面）：６面図及び斜視図
図面の種類：線図、ＣＧ、写真可
図面の省略：可
細則第２７条

２２．優先権

あり

期間：出願から６ヶ月
優先権証明書要
証明書の提出期限：出願から３ヶ月
専利法第三章第３０条



(1) URL： http://www.sipo.gov.cn/zljs/

(2) 分類検索： ロカルノ分類検索可

(3) 英語のキーワード検索： 不可。

※英語選択はできるが、意匠検索に対応していない。

(4) 結果表示： 書誌一覧表示（申請番号、名称）のみ

(5) 公報表示： なし。ただし全図確認は可能。

(6) 収録範囲： 1985年以降発行～

２３．ＩＰＤＬ検索

中国国家知識産権局(SIPO) http://www.sipo.gov.cn/zljs/ より

・意匠検索では、最初に「 外观设计专利」
に☑を入れる。

・各検索項目にカーソルを合わせると入力
方法についてのヘルプが表示される。





２４．現行法の施行日

2009年10月01日

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑦ インド 編

特許庁HP http://www.ipindia.nic.in/ 



１．保護法域

意匠法（２０００年制定）。

３．画像意匠

規定はないが、登録例は存在する。

部分意匠が認められていること及び、実体審査が行われているので登録の有効性は
おそらく有ると思われるが、「画面」として認められているのかは不明。

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能のみからなる形状は保護されない。
構造の態様若しくは原理，又は実質的に単なる機械装置であるものを含まない
意匠法第２条

部品意匠についての規定はないが、判例で、「製造して個別に販売することができる」構成
部品に関しては登録性を認めるべきであるとされている。当該部分が個別に製造、販売す
ることができなければ、登録要件を満たさないと解釈される。（代理人情報）



＜JETRO模倣対策マニュアルより＞

４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(2) 登録日の起算日：規定見当たらず

(1) 出願～登録までの期間:通常６～８ヶ月

(3) 権利期間：出願日から１０年、
5年の更新可能
（最長１５年）
意匠法第１１条



５．実体審査

あり
新規性、公益的拒絶理由、公知意匠の組み合わせとの相違等について審査を行う。
審査請求は不要
意匠法第5条

＜参考＞
・ＯＡ応答期間は、命令が発せられた日から3月以内。但し出願日から6ヶ月を超えない・

拒絶対応。拒絶査定に対しては３ヶ月以内に高等裁判所へ不服申し立てができる。不服
申立できる審判部はない。
意匠法５条（４）、意匠法施行規則第18条

・出願人の怠慢又は懈怠により、出願日から6ヶ月又は施行規則18の延長期間（3ヶ月）
内に登録することができなかった出願については，放棄されたものとみなす。
意匠法施行規則第21条

６．自発補正

可

施行規則に、“法による特別規定が一切ない書類については，補正することができ，また，
長官の見解として何人の権利も害することなく取り除くことができる手続上の不備について
は，長官が適切と認めるときは，長官が指令する条件に従い訂正することができる”とある。
意匠法施行規則第46条

期間：規定は見当たらず。



８．新規性喪失の例外適用

期間：６ヶ月

意匠又は物品を最初に展示した日、又は意匠を記載したものを最初に刊行した日から６
月以内に、意匠登録出願をする必要がある。
意匠法第21条

公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。

意匠登録出願の日より前に、意匠又は意匠が適用される物品が、インド中央政府により公報に通知した産業又は国
際博覧会に展示され、もしくは意匠を記載したものが博覧会の開催中又は開催後に刊行され、又は、かかる展示な
いし刊行が権利者の同意無く第三者によって何れかの場所でなされた場合には、かかる展示ないし刊行は、意匠登
録の妨げとならない。
意匠法第21条

提出書類：必要

意匠又は物品を展示する者、又は意匠を記載したものを刊行する者は、意匠庁長官
(Controller of Design)に予め通知する必要がある。
意匠法第21条

７．公知、公用、刊行物

内外国刊行物公知

インド又は他の国おいて出願日、該当する場合には優先権主張日以前に有体物で公表され
るか、又は使用されるか、そのほかの方法によって公衆に開示された意匠（絶対新規性）
意匠法第４条



９-２．秘密制度／公告繰延べ

なし

９-１．意匠が公開されるタイミング ／発行形態

出願から６～８ヶ月後 ／発行形態：登録公報

１０．早期審査

なし



１１．関連（類似）制度

なし

１２．多意匠一出願

なし

＜参考＞

組物はあり（「組物」とは，同一の一般的特性を有し，通常一緒に販売されており，又は一
緒に使用されることを意図した多数の物品であって，その特性を変更するのに十分でな
いか又は実質的にその同一性に影響を及ぼさない変更態様を有するか否かを問わず，
全て同一の意匠を有するものを意味する。）
意匠法施行規則第２条

１３．部分意匠

あり

記載方法：破線と実線

＜参考＞
２０１１年より審査基準に反映。但し、制度として浸透していない旨の代理人コメントあり



１６．情報開示義務

なし

１７．第一国出願の制限

なし（参考：特許は、第３９条に、インド国内の居住者が外国出願をするには、事前にインド
特許意匠商標総局長官の許可書が必要との規定あり。）

１５．無効審判

意匠法第１９ 条
(1) 利害関係人は，次に掲げる理由に基づき，意匠の登録後いつでも，意匠登録の取消申請 を長官に提出すること
ができる。すなわち， (a) 当該意匠が先にインドで登録されている。又は (b) 当該意匠が登録日前にインド又は何れ
かの外国で公開されている。又は (c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではない。又は (d) 当該意匠が本
法によれば登録可能ではない。又は (e) 当該意匠が第 2 条(d)で定義した意匠ではない。 (2) 本条に基づく長官
の命令に対しては高等裁判所に上訴し，長官は，いつでも当該取消申 9 請を高等裁判所に付託することができ，高
等裁判所は，このように付託された申請について 決定しなければならない。

１４．異議申立

なし

あり

利害関係：要
時期：いつでも可



任意

記載内容：意匠が新規であることについての簡単な陳述（Statement of novelty）

影響度：参考情報

出願人が自主的に又は登録官が求める場合、図面上で意匠の新規な特徴点を記載することができる

意匠法施行規則第１２条

１８．意匠の特徴記載

１９．宣誓書等

必要書類：物品の原材料の説明書が場合により要（登録官が求める場合、物品の素材・使
用目的を記載する）
：委任状（出願後の提出も可能）

公証認証不要

２０．言語

英語またはヒンディー語



２１．図面様式

必須図面（推奨図）：６面図（必須）と斜視図（推奨）

図面の種類：線図、ＣＧ、写真可（４セット）。見本、ひな形でも提出可能。

図面の省略：可

断面図、使用状態参考図は不可。色彩をクレームする場合は鮮明な写真が必要。意匠の
要部でない文字、数字は図面から要削除。



２２．優先権

あり
期間：６ヶ月
優先権証明書：要
証明書の提出期間：出願から3カ月以内

意匠法第44条

規則15 意匠登録の相互主義出願



２３．IPDL検索

IPDL検索不可（各代理人で独自のＤＢを作成・使用。２００３年以前は公報発行されてない
ため、特許庁から登録証を取寄せてのリサーチ）

２４．現行法の施行日

２５．条約への加盟状況

２０００年法律第１６号改正 ２００１年５月１１日施行

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト)未加盟
ロカルノ協定 加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑧ マレーシア 編

特許庁HP https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm



１．保護法域

意匠法

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能に関連する意匠の保護は可能だが、must-match(いわゆるスペアパーツ）の場合は
保護されない。

「意匠」とは，工業的方法又は手段により物品に適用される形状，輪郭，模様又は装飾の
特徴であって，完成した物品において視覚に訴え，視覚によって判断されるものをいう。

「意匠の創作者が、当該物品がその不可分の一部を構成することを意図している他の物品の外観に依存するもの」は
含まれない 意匠法第3 条(1)(b)(ii)

３．画像意匠保護

画面の保護に関する規定はなく、無審査のため登録例は存在するが、登録の有効性につ
いては疑いがある。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

JETRO 模倣対策マニュアルより

（１）出願～登録期間：１２ヶ月

（２）登録の起算日：出願日
意匠法第22条

（３）権利期間：出願日又は優先日から１５年、
（出願日から5年＋５年毎に２回更新。）

意匠法第25条



５．実体審査（特許庁による審査義務）

なし

※方式審査

意匠法第21条
規則19方式要件及び審査

６．自発補正

可 （登録まで）
意匠法第19条

７．公知公用／刊行物記載

国内公知



８．新規性喪失の例外規定

期間：６ヶ月

公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。
条件：公認の博覧会への展示

：他人の不法行為
第12条(3)

提出書類要
出願人が，関連の先の開示につき，出願人の意匠が新規性を有するか否かの決定上本法第12条(3)
に基づいて無視して差し支えない可能性のある事実を出願時に承知している場合は，出願人は出願
に伴う陳述書において当該事実を陳述するか，又は，書面で可及的速やかに登録官に通知し当該関
連事実を伝えるかするものとする。規則13



９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

官報による公告：登録官は，次に掲げる事項を官報に公告させる。
(a) 意匠が登録された旨の通知
(b) 登録所有者の名称及び宛先，及び
(c) 意匠を構成し又は意匠に係るその他の事項で，登録官の意見では
公告することが望ましいもの

意匠法第22条

９-２．秘密制度／公告繰延べ

なし

１０．早期審査、優先審査

なし

10～12ヶ月／登録公報



１１．関連（類似）制度 （互いに類似する意匠を関連付けて出願する制度の有無）

１２．多意匠一出願 （類似性は関係なく、多意匠を含める出願）

あり
条件：同一ロカルノ分類
件数の制限： 不明
一部放棄： 可

意匠法第15条

１３．部分意匠

なし

なし



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり
利害関係： 不要
時期的要件：いつでも可

意匠法第32条

１６．情報開示義務

なし



１７．第一国出願の制限

なし

１８．意匠の特徴記載

（１）要否 任意
（２）記載内容 物品の説明/原材料の記載
（３）影響度 不明

１９．宣誓書等

（１）要否 要
（２）書類 委任状
（３）公証認証が必要か？ 不要



２０．言語

マレー語／英語
規則６

２１．図面様式

（１）必要な図面（推奨図面） ６面図及び斜視図
（２）図面の種類 線図、ＣＧ、写真可
（３）図面の省略 可
規則10

２２．優先権

（１）有無 有
（２）申請タイミング 出願から６ヶ月

（３）証明書要否 要
（４）証明書の提出期限 登録官による請求から3ヶ月/翻訳6ヶ月
意匠法第17条



２３．ＩＰＤＬ検索２３．ＩＰＤＬ検索

(1) URL： https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm

(2) 分類検索： ロカルノ分類検索可

(3) 英語のキーワード検索： 有り

(4) 結果表示： 書誌一覧他有り

(5) 公報表示： なし。代表図のサムネイル表示のみ。

(6) 収録範囲： 1988年出願以降

https://iponline.myipo.gov.my/ipo/main/search.cfm




２４．現行法の施行日

２００３年３月３日

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑨ インドネシア編

特許庁HP http://www.dgip.go.id/



１．保護法域

３．画像意匠保護

画面の保護に関する規定はなく、登録例は存在するが、登録の有効性については疑い
がある。

意匠法（産業意匠法）

２．機能に関連する意匠の保護の可否

特に制限する規定はない。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

出願～登録までの流れ

出願(意匠)

形式審査 補正通知 見做し取下げ

形式審査公序良俗違
反チェック

出願公開開始

出願公開終了
異議申立て

実態審査

商務裁判所登録

拒絶査定

公開開始～3カ月以内

登録査定

異議決定

公開終了日～
6カ月以内に
異議決定

3カ月
(公開延期制度有り）

利害関係人による
取消請求

1~2年

(1) 出願～登録期間：１～２年程度
(2) 登録の起算日：意匠公報発行日？

産業意匠登録証は、公開終了日から30 日以
内に発行される （公開の終了日までに異議申
立がなかったとき） 産業意匠法第29 条

「保護の開始日は産業意匠原簿及び産業意匠
公報に記録される。」 産業意匠法 第５条２項

(3) 権利期間：出願日から10年

産業意匠法 第５条

※ 出願料には登録までの費用が
含まれており、登録料の納付はない。



６．自発補正

自発補正についての規定が見当たらず、不可と思われる。

不備通知についての規定は、以下の通り。
(1) 第11 条、第13 条、第14 条、第15 条、第16 条及び第17 条に規定する出願の要件を満たさな
いとき、総局は出願人又は代理人に対して、当該不備がその通知の発送日から3ヶ月以内に満たされ
るように通知する。
(2) 第１項に規定する期限は、出願人の要請に基づいて最大１ヶ月延長できる。
産業意匠法第19 条

５．実体審査

なし（方式審査のみ）

※規定上は、異議申し立てがあった場合に実体審査が行われることになっているが、
現在、異議申し立ての有無にかかわらず全ての出願について、公告後に実体審査（新
規性の有無）が行われる運用となっている。



８．新規性喪失の例外規定

期間：６ヶ月

公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。

条件：インドネシア国内外の公式又は公式とみなされる国内又は国際博覧会での展示
：教育、研究、開発目的の、創作者による試験的な国内での使用

産業意匠法第3条

７．公知公用／刊行物記載

国内外公知

産業意匠法第２条
(3) (2)の規定における事前の公表とは，次の日以前，インドネシアの国内又
は国外で公開又
は使用されたことを意味する。



１０．早期審査

なし

特許は、協定（経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定）に、
「審査・審判結果の提供に基づく早期審査制度」の規定があるが、意匠は対象には
なっていない。
その代り、上申書を提出して早期の審査をお願いすることが可能との情報もある。

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

出願から３～６ヶ月（方式審査を通った後）／公開公報（登録公報は発行されない。）

９-２．秘密制度／公告繰延べ

公告繰り延べ制度あり。

期間： 出願日又は優先日から１２ヶ月
請求時期： 出願時

「(4) 出願時に出願人は書面により公開の延期を申請することができる。
(5) 第4 項の公開の延期は、出願受領日又は優先日から12ヶ月を超えることができない。」
産業意匠法第２５条



１２．多意匠一出願（類似性は関係なく、複数意匠を一括で出願可能な制度の有無）

併合出願可能

「ひとつの出願で申請できるのは、以下の産業意匠である。
(a) ひとつの産業意匠
(b) 複数の産業意匠であって、産業意匠の単一性を有するか同一の分類に属するもの」
産業意匠法第13条

１１．関連（類似）制度（互いに類似する意匠を関連付けて出願する制度の有無）

１３．部分意匠

あり

意匠法条文には明確な部分意匠制度に関する規定はないが、
実務上は実線と破線により区別する方法で出願された意匠は受理し、登録される。

なお、日本とインドネシア間における協定（「経済上の連携に関する日本国とインドネシア
共和国との間の協定」第113条第3,第4項）では、部分意匠に関して取り決めがされている。

１１．参照



１４．異議申立

あり

・誰でも申し立て可能
・公開開始日以降～３ヶ月以内
・異議の申立があったとき、審査官による実体審査が行われる。(現在は、運用で、
異議申し立てがなくても全件実態審査を行っている。）

産業意匠法第２６条

１５．無効審判

意匠法上の制度としては無いが、裁判所に無効を提訴することが出来る。
利害関係の有無は問わず、何時でも可能。

１６．情報開示義務

なし



１７．第一国出願の制限

なし

１９．宣誓書等

１８．意匠の特徴記載

不要

必要書類：委任状、宣誓書、譲渡証
公証認証：不要

２０．言語

インドネシア語



２２．優先権

あり

期 間 ： 出願から６ヶ月以内。
優先権証明書要
証明書の提出期間： 優先権を伴う出願の期限の最終日から３ヶ月以内に提出。

（インド ネシア語訳必要）。

産業意匠法第16条第1項、2項

２１．図面様式

必須図面 ： ６面図及び斜視図（多意匠一出願の場合、意匠毎にこれらの図面が必要）
図面の種類： 写真も可。

見本、ひな形は、図面（写真）と共に提出する場合以外は提出できない。
図面の省略： 可。



２３．IPDL検索

現在、意匠に関する検索ツールはない。（商標と特許は検索ツールあり。

出願公開中の意匠のみ閲覧可能。（2012.1.20現）

「第4 条及び第11 条に規定する要件を満たす出願は，総局により，簡単かつ明瞭に公衆が閲覧で
きるように，専用の媒体を用いて，出願日から3 月以内に公開される。」産業意匠法第25条

インドネシア特許庁 http://www.dgip.go.id/画面より

インドネシア特許庁のサイトから、
下段メニュー
【PUBLIKASIHKI⇒[Desain Industri]】
の文字を選択すると、
【Berita くきます。

一覧の文字をクリックすると、公告公報
が閲覧できる。

官報の公開頁

http://www.dgip.go.id/


官報
Berita Resmi Desain Industri （2011より）

BRDI No 462/DI/11 Periode 02 Agustus s/d 02 November 2011

BRDI No 470/DI/11 Periode 15 November 2011 s/d 15 Februari 2012

(22) 出願日,(21) 出願番号,(71) 出願人名,(86) 広域、またはＰＣＴ出願の出願データ
（出願日、出願番号及び公開された出願が最初に提出されたときの言語）,(87) 広域、ま
たはＰＣＴ出願の公表データ（公開日、公開番号及び出願が公開されたときの言語),(88) 

-,(74) 代理人名,(72) 発明者名,(28)-, (54) 発明の名称, (51) 国際特許分類, (81) ＰＣＴ
指定国,(31) 優先権主張番号（優先権のもととなった出願番号）,(32) 優先日（優先権の
もととなった出願日）,(33) 優先権主張国（優先権出願番号を指定した各国特許庁また
は広域優先権出願番号を指定した機関を識別するＷＩＰＯ標準ＳＴ.3のコード）：ＰＣＴによ
り出願される国際出願については、コード「ＷＯ」が使用される。, (57) 要約または請求
の範囲

インドネシア特許庁 http://www.dgip.go.id/画面より

http://www.dgip.go.id/


２５．条約への加盟状況

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日インドネシア
経済連携協定(EPA))（署名日：２００７年8月20日）

2000年法律第31号
2000年12月20日制定
2001 年6 月14 日施行

２４．現行法の施行日

パリ条約 加盟
ヘーグ協定(ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑩ 韓国 編

特許庁HP http://www.kipo.go.kr/



１．保護法域

デザイン保護法（2009.6.30.改正）

２．機能に関する意匠の保護の可否

機能のみからなる形状は保護されない。

保護可能。

物品の一部分、記録や標識等に使用されるための一組の書体(フォント)、画像デザイン
(GUI、アイコン、グラフィックイメージ等)も保護対象。

３．画像意匠保護



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(1) 出願～登録期間：審査案件；約8～10 ヶ月
：無審査案件；約2～3 ヶ月

(2) 登録の起算日：登録料納付日

(3) 権利期間：登録日から１５年。
年金（類似デザインは基
本デザイン権の存続期
間満了日)
第40条：デザイン権の存続期間

（JETRO2010模倣対策マニュアル韓国編p94～96）



あり（物品によっては無審査）。

一部の物品を除き、審査登録制度が適用される（方式審査の後、自動で実体審査）。

一部の物品に関しては、無審査登録制度を採用（方式審査のみ行われ、要件を満た
せば登録、その後異議申立の機会が設定される）。

◆デザイン無審査登録出願の対象
（分類 物品名）
A1 製造食品、嗜好品
B1 衣服など、
B2 服飾品、
B5 靴、履物
C1 寝具、カーテンなど
F1 教習具、書画用品など、
F2 筆記具、事務用具、
F3 事務用紙、チラシ、転写紙など、
F4 包装紙、ラベル、包装容器など
M1 織物地、壁紙、合成樹脂など
※  液晶画面などの表示部に一時的に図形などが表示される画像デザインに
関する物品

５．実体審査



６．自発補正

７．公知、公用／刊行物記載

可。

デザイン登録決定通知書の送達前、及び、拒絶決定に対する不服審判請求をした場合
には審判請求日から30 日以内に補正をすることができる。
（第18条；出願の補正及び要旨変更）

国内外公知
国内外刊行物
（第5条；デザイン登録の要件)

８．新規性喪失の例外規定

期間：６ヶ月
提出書類：要

（既に販売されていたり、カタログ等にデザインが掲載されていても）デザインが新規性
を喪失した日(最初の販売日や最初のデザイン公開日)から６ヶ月以内に韓国出願をす

ると共に新規性喪失の例外の主張を行い、これを立証することができる書類を出願日か
ら30日内に提出する。
（第8条；新規性喪失の例外)

条件についての明示的な規定はない。



９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

９-２．秘密制度／公告繰り延べ

約６～12ヶ月／デザイン公報による登録公告。 （第39条；デザイン権の設定登録）

電子的媒体で発行できる。 （第78条；デザイン公報）

デザイン登録出願は特許法と違って申請によってのみ公開される。出願公開申請は当
該出願に対する「最初の決定謄本が送達される前まで」可能。公序良俗に反するおそ
れがあったり、国防上秘密として取扱う場合には出願公開しないことがあり得る。
全ての書面が公開され、図面及び書誌的事項がデザイン公開公報に掲載される。
（第23条の2；出願公開)

あり
期間：３年
請求時期：登録料納付時

※閲覧請求あり。（第13条；秘密意匠）

複数デザイン登録出願に対して秘密デザイン請求をするときは、複数デザイン登録出願全
体に対してのみ可能。

１０．早期審査

「優先審査」制度あり。

出願公開されたデザイン登録出願に対して可能。（第30 条；特許法第61 条準用)

他社が業として当該デザインを実施している場合、あるいは大統領命で定めるデザイン
出願であって緊急処理が必要と認められる場合。（第25条の4；優先審査）



１１．関連（類似）制度

類似デザイン制度あり。
①基本デザインが存在すること
②その基本デザインだけに類似すること
③類似デザインにのみ類似するものでないこと

④基本デザインの物品と同一または類似であること （第7条；類似デザイン）

及び、組み物デザイン制度あり。

２つ以上の物品が慣習上、組物として販売され、同時に使われる場合に当該組物デザイン
が組物全体として統一性があるときには１デザイン１出願原則の例外を認めて１デザインと
して出願できる。
①一組の組物であること
②産業資源部令が定める物品に該当するもの (例；一組の茶器セット、一組の筆記具セット等)

③組物全体として統一性があること

組物デザイン出願の際には、①添附図面は構成物品別、及び組物の使用状態の図面が
必要であり、②図面上のデザインの説明欄に組物を構成する物品名、及びその個数を記
載しなければならない。



１２．多意匠一出願

無審査対象のものについては、複数デザイン登録出願あり。

物品区分上同じ大分類に属する物品について20個以内のデザインを１出願とできる。

出願書に複数デザイン登録出願の有無及びデザインの数を記載すると共に、デザイン
の一連番号及び図面番号などを記載した複数デザイン明細書を添付。

（第11条の2；複数デザイン登録出願）

１３．部分意匠

あり

記載方法：実線と破線

全体意匠との先後願関係あり。



１４．異議申立

2007年に廃止(無効審判一元化) （第29条の2(デザイン無審査登録異議申立)）

無審査物品については、「登録後無審査登録異議申立て制度あり。

１５．無効審判

あり。
利害関係人、審査官が請求可。
複数デザイン登録出願されたデザイン登録に対しては、デザインごとに請求可能。
登録以後いつでも請求可。権利消滅後も可。
（第68条；デザイン登録の無効審判）

１６．情報開示義務

なし。



１７．第１国出願の制限

１８．意匠の特徴記載

要。

対象となる物品、デザインの説明及び創作内容の要点 （第9条；デザイン登録出願）

なし。

１９．宣誓書等

必要書類：委任状 （第9条；デザイン登録出願)

公証認証：不要

２０．言語

韓国語(ハングル語)



２１．図面様式

必要図面： 六面図及び斜視図
図面の種類： 以下を記載した図面（写真又は見本も可）を添付。

1.デザインの対象となる物品
2.デザインの説明及び創作内容の要点
3.デザインの一連番号（複数デザイン登録出願する場合）

図面の省略： 可。
（平面デザインにおける表面図と裏面図以外の省略、左右上下対称図の省略が可。

画像デザインの場合には正面図のみでよい。断面図や動的デザインの参考図など
は必要に応じて提出。）

（第9条デザイン登録出願)

２２．優先権

あり
出願日から６ヶ月
優先権証明書要
証明書の提出期間：出願日から３ヶ月以内。

（第23条 条約による優先権主張）



２３．IPDL検索

(1) URL
http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp

(2) 分類検索可否と分類種類
検索項目多い (General Search,  Advanced Search)
Applicant, Inventor, Publication(Reg.) No.,   Publication Date, Application No.,Application 
Date, IPC, Priority No. ,Title, Abstract, Combination Search)

(3) 英語のキーワード(書誌項目）検索可否；
韓国語のほか英文検索可能

(4) 結果表示形式（一覧形式の図面表示の有無、表示書誌項目）
結果３モード表示（Simple, Abstract and Drawing mode）

(5) 公報形式表示有無と表示図面の種類(代表図のみか、六面図が有るか）
一覧表示に６面図がつく
結果のｃｓｖ出力もできる

※ 経過情報（韓国語）も入手可能

http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp


General Search

Advanced Search



Simple list
Image list

View Drawing



View Details (テキスト形式） Full-Doc. Of Exam.Pub (公報形式）

Registration (経過情報)



２４．現行法の施行日

2009年7月1日

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑪ 台湾 編

特許庁HP http://www.tipo.gov.tw/ch/



１．保護法域

台湾専利法（ ２００３年１１月２８日施行の特許法）。
台湾では、意匠は特許法により意匠特許として保護される。

２．機能に関する意匠の保護の可否

機能のみからなる形状は保護されない。

なし

※２０１２年改正で保護対象となる。物品の画面であることが条件だが、日本と異なり、
テレビモニター(ディスプレイ）の画面として出願が可能。

３．画像意匠保護



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(1) 出願～登録期間：１２ヶ月
(2) 登録の起算日：納付日（公告日）

(3) 権利期間：出願日から１２ 年。
年金（類似意匠は基本意匠権と同日）

（第113条）

（ 特許庁委託 財団法人交流協会「模倣対策マニュアル」2011年3月 p42より ）



あり。

智慧財産局が意匠登録出願を受理した後、方式審査を経て登録出願書類が全て揃って
いることが確認されれば、出願人に、実体審査手続きを行うよう通知しなければならない。

５．実体審査

６．自発補正

可

期間：審査中（第122条）

７．公知、公用／刊行物記載

国内外公知
国内外刊行物
（第110条）



８．新規性喪失の例外規定

あり
期間：６ヶ月

公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。
条件：政府主催の展覧会又は政府認可の展覧会での展示

：出願人の意に反して漏洩したもの
提出書類：必要（証明書類）

※「指定された期間」は、審査により審査官から期日の指定が有る。）（第110条）

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

１０～１２ヶ月／登録公報

９-２．秘密制度／公告繰り延べ

※あり（意匠は適用外の可能性、確認要）
期間：出願から３ヶ月
申請時期：登録料納付時
施行細則 規則56 
出願人が，特許公告を遅延させる必要があると考えた場合は，出願人は(特許証)交付手数料及び最初の年金を
納付するときに，特許庁に明白な理由を付した申請書を提出し，特許公告の延期を申請することができる。延期申
請期間は，3月の期間を超えてはならない。

１０．早期審査

なし



１１．関連（類似）制度

類似意匠制度あり

同一人がその原意匠に基づいて創作し、かつ構成が類似しているもの（「類似意匠」の
登録出願人と原出願案の出願人は同一人でなければならない）。

類似意匠出願の際には原意匠登録出願案の図面説明書の添付（1 部）が必要。

「類似意匠」登録は、新たな登録証は発行されない。原出願の登録証に注記が加えら
れる。
改めて登録料の納付が不要。

その意匠権存続期間は原意匠権の存続期間が満了するまで。（第113条）

１２．多意匠一出願

なし （第119条）

１３．部分意匠

なし

１４．異議申立

不明



１５．無効審判

あり。（第125条）

１６．情報開示義務

なし

１７．第１国出願の制限

なし

１８．意匠の特徴記載

要 （物品の用途及び意匠の物品の創作特徴）。

出願は、願書、および図面説明書を備えて提出。（第116 条 ）

図面説明書は、物品の名称、創作の説明、図面の説明及び図面を記載。（第117 条 ）

図面説明書； 該意匠が属する技術領域の通常知識を有する者がその内容を理解し、
それに基づいて実施することができるよう、明確かつ十分に開示。物品名称は、物品を明
確に指定し、関係のない文字を付けてはならない。それが組立部品である場合、いかな
る物品の組立部品なのか記載。

創作の説明； 物品の用途、及び意匠の物品の創作特徴を記載。

図面に開示されている物品が、その材料の特性、機能調整又は使用状態の変化に
よって、その造形が変わる場合には、簡単な説明も記載。
図面上に意匠登録を出願する物品ではない参考図がある場合、説明。



１９．宣誓書等

要 （委任状、譲渡証）。

２０．言語

中国語

２１．図面様式

（１）必要図面： 斜視図、六面図
（２）図面の種類： 図面の簡単な説明が必要。
（３）図面の省略： 不明

・図面には，個々の図の名称を付記。
・複数の図が同一性若しくは対称性又はその他の理由による省略があるときは明記。
・図面は，1の透視図と6面図(すなわち，正面図，背面図，左側面図，右側面図，上面図，
底面図)，又は2以上の透視図の形で表示。
・意匠が境目のない平面に使用される場合は，意匠の平面図及び模様の要素を提出。
・補助図面を追加することができる。

・図面は工業製図法を使用して作成し、インクをもって明確に描かれているものであるか、
又は写真若しくはコンピュータ出力。

・色彩を主張するときは，物品に使用する色彩を示す色彩配合を，全ての色彩を対象とす
る産業用色彩ガイドコードによる説明又は色彩カードと共に提出。



２２．優先権

（１）優先権期間： 外国において最初に登録出願した日から6 ヶ月以内
（２）優先権証明書要否： 要

（３）証明書の提出期限： 不明



２３．IPDL検索



IPDL検索

(1) URL
台湾語 http://twpat.tipo.gov.tw/
英語 http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm

「專利」→「專利資料檢索」を選択すると以下のデータベースを利用できる。
〈中華民國專利資訊網〉
1950年以降の特許・実用新案・意匠、2003年5月以降の公開特許が検索・全文閲覧。

(2) 分類検索可否と分類種類： 可（IPC,LOC）

http://twpat.tipo.gov.tw/


(3) 英語のキーワード(書誌項目）検索可否； 可
(4) 結果表示形式（一覧形式の図面表示； 有、表示書誌項目 下記）
(5) 公報形式表示；有、表示図面；六面図あり



２４．現行法の施行日

２５．条約への加盟状況

2004年7月1日（2010年8月25日改正）

台湾は、国際条約、国際協定、国際取決めには加盟していない。

２００２年１月１日からＷＴＯ（世界貿易機関）の加盟国となり、ＴＲＩＰＳ協定には拘束
される。



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑫ シンガポール 編

特許庁HP http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom/



１.保護法域

意匠法

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能のみからなる形状は保護されない。
スペアパーツに関しては、mast-matchの場合は保護されない。

(i) その物品が果たさなければならない機能によってのみ特定される場合
(ii) その物品が丌可欠な部分を構成することを意匠の創作者が意図している別の物品の外観によって決められ

る場合，又は
(iii) その物品を別の物品に接続するか，別の物品の中，周り又はこれに対して配置することができるように
して，何れの物品もその機能を果たすことができるようにする場合
意匠法第2条：解釈

３．画像意匠保護

画面の保護に関する規定はなく、登録例は存在するが、無審査のため登録の有効性
については疑いがある。



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

特許庁委託 一般社団法人発明推進協会
「国産業財産権度相談 ＜外国産業財産権制度情報＞」より

(1) 出願～登録期間:２ヶ月

(2) 登録の起算日:出願日

登録されるときの意匠は，その登録出願がなされ
た日から登録され，かつ，当該日は，本法の適用
上，その登録日であるものとみなされる。 意匠法
20条

(3) 権利期間:出願から１５年
（出願日から５年＋５年毎、２回更新）



５．実体審査

なし

方式審査のみ

意匠法16条：出願の審査
意匠法19条：方式審査のみが必要である

６．自発補正

可
※期間についての規定は見当たらず

登録官は，自発的に，又は出願人が所定の方法でなした請求及び所定の手数料の納付に基づいて，意匠
登録出願を補正することができる。
意匠法15条：出願の補正

意匠法第15条に基づく意匠登録出願の補正請求が承認された場合に，登録官の意見ではその補正により
出願が最初に提出された意匠を著しく変える効果をもたらすときは，登録官は，意匠法第5条(3)に基づ
く自己の権限を行使することができる。 （出願日の繰り下げ）



７．公知、公用、刊行物

国内外公知、国内外刊行物

８．新規性喪失の例外規定

期間:６ヶ月
条件:公式の国際博覧会

:所有者による意に反する開示
:第三者による意に反する開示
:新規の又は独創的な織物の意匠の場合は、その意匠を付した商品に対する‘最

初の秘密の注文の受領’、又は、所有者による政府省庁若しくは庁への，または政
府省庁若しくは庁により意匠の価値を検討する権限を与えられた者への‘意匠の
伝達，又はその伝達の結果なされた事項’

提出書類:必要
意匠法8条：秘密の開示等に関する規定

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

３ヶ月／登録公報

９-２．秘密制度／公告繰延べ

なし



１０．早期審査、優先審査

なし

１２．多意匠一出願（類似性は関係なく、多意匠を含める出願）

１１．関連（類似）制度

なし

あり
条件：ロカルノ分類が同一、もしくは、同一の組物

意匠規則22：複合の出願

１３．部分意匠

なし



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり
利害関係：要
時期的条件：いつでも可
意匠法27条：登録の取消

１６．情報開示義務

なし

１７．第一国出願の制限

なし

１８．意匠の特徴記載

必要
記載内容：出願意匠が新規であることの簡単な陳述
影響度については不明



１９．宣誓書等

必要書類：委任状
公証認証：不要

２０．言語

英語

２１．図面様式

必須図面：６面図（斜視図は推奨）
図面の種類：線図、CG、写真
図面の省略：可

２２．優先権

期間：６ヶ月
優先権証明書の提出は登録官の要求による

意匠規則19：優先権の主張
(2A)登録官は，何時でも出願人に対し，登録官を納得させるために，証明又は立証についての権限を持
つ当該国又は当該地域の登録局又はその他の所轄官庁が発行する次の証明書の提出を求めることができ
る。



(1) URL:
http://designsearch.ipos.gov.sg/
eDSearch/Search.jsp

(2) 分類検索：ロカルノ分類

(3) 英語のキーワード検索：可

(4) 結果表示：代表図一覧表示

(5) 公報形式表示有り（全図有り）

２３．IPDL検索

検索結果の一覧表示は、
ヒット件数が1200件以内
までしか表示できない。

シンガポール特許庁のサイトから、
【eDesigns】を選択
→【eSearch】を選択
→検索画面が表示されます。

http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp
http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/Search.jsp


シンガポール特許ＨＰ：http://www.ipos.gov.sg/topNav/hom/より

番号をクリックすると書誌事項が
表示される。

「View Image」をクリック
すると全図が表示される。



２４．現行法の施行日

2005年1月施行

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑬ 香港 編

特許庁HP http://www.ipd.gov.hk/index.htm



１．保護法域

香港意匠条例（2010年2月26日施行）

第6条 物品の外観が重要でないときは，意匠は登録できない
物品の外観が重要でないとき，すなわち，当該種類の物品を取得又は使用する者により，美的観点が通常
重視されず，意匠が物品に対し適用されても美的観点が重視されないと思われるときは，当該物品に関し
意匠は登録できない。

２．機能に関連する意匠の保護の可否

３．画像意匠保護

規定なし

機能のみからなる形状は保護されない。



出願

方式審査

登録

満了

不備があった場合は通知
是正しない限り、拒絶

取消請求

（社）発明協会
世界の産業財産権制度より

４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(1) 出願～登録期間：約２～３ヶ月

(2) 登録の起算日：出願日

(3) 権利期間：出願から２５年
出願日から５年＋５年毎、４回更新



５.実体審査

なし

方式審査のみ
意匠条例第24条：出願の審査

６．自発補正

権利（出願の範囲）が拡大しない限り可能。
時期制限についての規定は見当たらず
意匠条例第21条：出願の補正

７．公知、公用、刊行物記載

国内外公知
国内外刊行物



８．新規性喪失の例外規定

あり
期間：第9条(2)については開催後6ヵ月以内、(1)については時期的制限の規定なし。

意匠条例第9条 秘密の開示等に関する規定

(1) (a) 所有者が，他の何人かに対し，その者が意匠を使用し又は公表すれば誠意に反するような状況におい
て，当該意匠を開示したこと ex.自己による商売上の開示、一般展示会への出展

(b) 意匠の所有者以外の者によって，誠意に反して当該意匠が開示されたこと
(c) 登録を意図する新規又は独創的な繊維意匠の場合において，当該意匠が適用される物品の最初の，

か つ，秘密の発注を受けたこと，又は
(d) 意匠の所有者が，政府部局又はその意匠の価値を検討する権限を政府より与えられた者に対して，意匠

について通知したこと，又は当該通知の結果なされた事柄 ex.登録公報

(2)(a) 意匠の表示，又は当該意匠が適用された物品を，当該意匠の所有者の同意を得て公式国際博覧会で展
示したこと

(b) (a)にいう展示の後及び博覧会の期間中，当該意匠の表示，又は当該意匠が適用された物品を所有者
の同意なく何人かが展示したこと，又は

(c) 当該意匠の表示が，(a)にいう展示の結果として公表されたこと

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

約２～３ヶ月／登録公報により公告されて公開される

意匠条例第25条：登録及び公告

９-２．秘密制度／公告繰り延べ

なし



１０．早期審査

１１．関連（類似）制度

なし

なし

１２．多意匠一出願

あり

ロカルノ分類が同一であれば多意匠一出願できる。
意匠法規則第16条：複合出願

１３．部分意匠

なし



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり

登録後いつでも取消請求可能
根拠 ①公序良俗に反するもの

②新規性がないもの
③意匠として登録できないもの

意匠条例第44条：公序良俗を理由とする取消
意匠条例第45条：意匠が登録できないものであったことを理由とする取消



１７．第一国出願の制限

１６．情報開示義務

なし

なし

１８．意匠の特徴記載

１９．宣誓書等

任意（意匠の表示の説明、新規であるとみなす特徴の説明）

必要書類：委任状
公証認証：要否は不明）

２０．言語

中国語または英語



２１．図面様式

２２．優先権

必要図面：六面図及び斜視図
図面の種類：線図、CG、写真
意匠規則第7条

あり

期間：６ヶ月
優先権陳述書必要
提出期間：出願から３ヶ月以内
意匠条例第15条および16条



２３．ＩＰＤＬ検索

(1) URL：http://www.ipd.gov.hk/

オンラインサーチ
http://ipsearch.ipd.gov.hk/index.html

(2) ロカルノ分類検索：可

(3) 英語のキーワード検索：可

(4) 結果表示：書誌+代表図一覧表示

(5) 公報形式表示有無：公報と同等
の情報の閲覧可

香港知識産権署HPより

http://www.ipd.gov.hk/


香港知識産権署HPより

Advanced SearchSimple Search

いずれの方法でも、画面下に「Search」ボタンがあり、
「画像一覧データ」「書誌データ（画像なし）」「書誌データ（画像あり）」
の表示を選択できる！



【検索結果】
画像一覧データ

※show imageを選択した場合

香港知識産権署HPより



香港知識産権署HPより
【検索結果】

書誌データ（画像なし）
※show detailsを選択した場合

【検索結果】
書誌データ（画像あり）

※show details and imageを選択した場合



・中国語、英語での検索が可能
・書誌検索可能
※登録番号、出願人、出願日、登録日、分類、物品による検索可

・検索結果は書誌事項に加えて図面（全図）が確認できる
・反応も早く、使いやすい

【検索結果】
いずれのリストからも個別案件の詳細確認は可能



２４．現行法の施行日

2010年2月26日施行

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑭ タイ 編

特許庁HP http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php



１．保護法域

特許法
タイ特許法第Ⅲ章 意匠特許 第５６条－第６５条

３．画像意匠

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能にのみ基づく形状を排する規定はないが、意匠の定義から、排除されると推測される。

スペアパーツが保護対象か否かについては、部品意匠を保護対象とする旨の規定はない。

運用上、出願を認めていると、タイ政府はコメントしているが、権利の有効性としては定かで
ない為、案件ごとに確認が必要と思われる。
日本国際工業所有権保護協会 “意匠の保護要件に対する各国比較報告書による

あり



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(2) 登録の起算日
登録日：登録料納付から15日以内
特許法第65条で、特許法第33条を準用
（特許法第33条第3段落）

(1) 出願～登録までの期間
３～５年

(3) 権利期間
出願日から10年（年金）
特許法第62条

JETRO
模倣対策マニュアル 2008年3月より



５．実体審査

あり
特許法第10条,11条、14条、56条，57条、61条、模倣対策マニュアルタイ編

参考：出願公開後、出願人は，公開後5年以内又は異議申立・審判請求が提出されてい
るときはその決定後1年以内の何れか遅くに満了する期限内に，審査請求しなければなら
ない。請求をしないときは，出願を放棄したものとみなす
特許法第65 条で準用する29 条

６．自発補正

可
発明の範囲を超えない範囲で施行規則に従い可能（特許法第20条）。

特許法第65条で特許法第20条を準用。
「出願人は、省令に定める規則及び手続に従い出願を補正することができる。ただし、その補正は、発明
の範囲を拡大するものであってはならない。但し、特許法施行規則に規定無し。（弁理士会タイ資料）

補正可能期間についての規定は見当らず。



７．公知、公用、刊行物

国内公知
国内外刊行物
特許法第57条

８・新規性喪失

なし

特許法第65条で、第19条を準用しているが、特許法施行規則第２３条において、同第８条
を不準用。実際には採用されていない模様（代理人コメント）

＜参考＞
特許法19条
政府後援又は公認のタイ国内で開催された博覧会でその発明を展示した者が，その博覧会の 開催初日から12月以
内に当該発明について特許を出願したときは，その博覧会の開催初日に出願を行ったとみなすものとする。

特許法施行規則第８条
出願においてその開示の日及び／又は博覧会の開催日を願書に記載し、当該博覧会を企画又は許可した政府，庁
又は当局が発行した，当該発明の重要な特徴若しくは詳細が開示されたこと又は当該発明が出展されたことに関す
る証明書を願書に添えて提出しなければならない



９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

出願から１、２年後／公開公報

９-２．秘密制度／公告繰延べ

公告繰り延べ

期間：任意

１０．早期審査

なし

＜参考＞
外国審査結果提出に伴う早期審査は特許のみが対象

特許庁資料「タイにおける優先審査、早期審査及び情報提供制度の運用実態について」

なお、優先審査に関しては、意匠登録出願の公開後、第三者が当該意匠を出願人の同意
なく実施していた場合、他の出願に優先して審査される。優先審査の申請書には、出願番
号と申請理由（申請書中で侵害事実を疎明することが必要）を明記する必要がある。



１２．多意匠一出願

なし
特許法第60条 １の特許出願は、１の製品にのみ用いられる１意匠に関するものでなければならない。

１１．関連（類似）制度

なし

１３．部分意匠

なし



１７．第一国出願の制限

なし

１６．情報開示義務

なし
特許法施行規則第9条(6)は、特許・小特許のみ適用

１４．異議申立

あり
利害関係の要否については不明

時期的条件：出願公開から９０日以内
特許法第65条で、特許法第31条準用

１５．無効審判

あり

利害関係：不要（何人も可）
特許法第64条

時期的条件：不明
無効理由：第１０条、第１１条、第１４条、第５６条、第５８条



２１．図面様式

１８．意匠の特徴記載

１９．宣誓書等

２０．言語

任意
明確かつ正確なクレーム（１の出願に含まれるクレームは１のみ）
・出願には、１００語以内で意匠の説明を含めることができる。
特許法第59条、施行規則第17～21条

必要書類
・委任状：タイ大使館またはタイ領事館の認証が必要
（認証用委任状、会社登記簿抄本→現在事項全部証明書、代表者印鑑証明書）
・譲渡証：委任状、譲渡証ともに一定期間内で出願後の提出が可能

いずれの言語でも可。但し、出願から90日以内にタイ語への翻訳が必要
特許法施行規則 特許法(B.E.2522）に基づく省令第21号(B.E.2542）第23条で、同12条を準用

・保護を求める製品のすべての特徴を示す写真又は図面
特許法第19条

・彩色まで保護を求める場合、彩色が施された図面または写真を提出する
特許法施行規則 特許法(B.E.2522）に基づく省令第21号(B.E.2542） 第19条

・断面図原則不可（審査官が必要と判断した場合には認められる。）



２２．優先権

あり
第14条に該当し外国で意匠特許出願を行った者は，外国での最初の出願日から6月以

内に国内で出願を行ったときはかかる最初の外国出願日を国内での出願日として主張
することができる。
特許法第60条の2 

優先権証明書要
証明書の提出期間：規定は見当たらないが、弁理士会の資料では優先日から１６ヶ月以
内とある。
※特許については施行規則第10条で提出期限の規定があるが、意匠は準用せず。
特許法第60条の2, 模倣対策マニュアル,  弁理士会資料

その他必須事項の有無

公開公報または特許証において自己の指名を開示することを希望しない発明者は、場合
に応じ出願公開又は特許証発行の30日前までに長官にその旨を通知する。
特許法施行規則 特許法(B.E.2522）に基づく省令第21号(B.E.2542） 第23条で、同11条を準用



２３．ＩＰＤＬ検索

(1) URL：http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchComplex.aspx
(2) 分類検索：ロカルノは可。現地分類は不可。
(3) 英語のキーワード検索：検索可。但し、表示はタイ語。
(4) 結果表示：書誌項目のみが表示。図の一覧は無し。
(5) 公報表示：公報形式で代表図のみ表示。

②チェック入力

①Complex Searchを選択

③チェック入力

④IPC/IDCを選択

＜タイ特許庁ホームページより＞ http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchComplex.aspx



⑤ロカルノ分類を入力

⑥Searchをクリック

⑦一覧が表示される

＜タイ特許庁ホームページより＞ http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchComplex.aspx



⑧Application Numberをクリック

⑨Published Documentをクリック

⑩公報が表示される

＜タイ特許庁ホームページより＞ http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchComplex.aspx



２４．現行法の施行日

1999年3月21日法律（第3号）改正
1999年9月27日施行

２５．条約への加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑮ ベトナム 編

特許庁HP http://www.noip.gov.vn/



１．保護法域

知的財産法

２．機能に関連する意匠の保護の可否

機能のみからなる意匠は保護されない。
※スペアパーツが保護対象か否かは不明

保護されない意匠
（1） 製品の外観であって、当該製品の技術的特徴により専ら決定されるもの
（2） 公共の又は工業上の建造物の外観
（3） 製品の外観であって、当該製品の使用中に見えないもの

知的財産法第64条

３．画像意匠保護

規定はなく、登録の有無も不明



４．出願～登録期間、権利期間と起算日

JETROアセアン・インド知財保護ハンドブックより

(1) 出願～登録期間：６～１２ヶ月程度

(2) 登録の起算日：権利付与決定日
知的財産法第118条

(3) 権利期間：出願日から１５年
（出願日から５年＋５年毎２回更新）

知的財産法第93条



５．実体審査（特許庁による審査義務）

あり

方式上有効として受理された工業意匠登録出願は、当該出願において求められた主題の保護要件に関して保
護に係る適格性を評価し、かつ、それぞれの保護範囲を決定するため、実体について審査されるものとする。
知的財産法第114条(1)(b)

※方式審査
知的財産法第119条

６．自発補正

可
期間：登録査定まで

拒絶通知の反論期間：２ヶ月
細則15条

７．公知公用／刊行物記載

国内外公知
国内外刊行物
知的財産法第65条(1),66条



８．新規性喪失の例外規定

期間：６ヶ月
公開の条件が極めて限定的であり、実質、ほとんど活用できない。
条件：意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する公知。

：意匠登録を受ける権利を有する者が研究集会において発表した場合。
：ベトナム国内において又は国際的博覧会に出品することにより公知となった場合。

提出書類：不明

知的財産法第65条(4)

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

４～５ヶ月（方式審査後２カ月以内）／公開公報

手数料が必要 細則１７条

９-２．秘密制度／公告繰延べ

なし

１０．早期審査、優先審査

なし



１１．関連（類似）制度 （互いに類似する意匠を関連付けて出願する制度の有無）

併合出願可能

条件：
単一の共通独創性を表現し、かつ、当該工業意匠と著しく異ならない変形を伴う意匠

知的財産法第101条(3)(b)

後の出願書類に、先になされた出願により請求された工業意匠の１実施態様である旨の引用、並びに出願
番号、出願日の表示を行うこと 細則第6条

１２．多意匠一出願 （類似性は関係なく、多意匠を含める出願）

なし

１３．部分意匠

不明



１４．異議申立

なし

１５．無効審判

あり
全保護期間で請求可能。利害関係は問わない。
知的財産法第96条(3)

１６．情報開示義務

なし

１７．第一国出願の制限

なし



１８．意匠の特徴記載

必要
記載内容：形状特徴及び/又は線の特徴及び/又はこれらの特徴の間の相互関係及び
/又は色彩については不明 知的財産法第103条

１９．宣誓書等

必要書類：委任状

公証認証が必要かは不明

２０．言語

ベトナム語
知的財産法第5条

２１．図面様式

（１）必要な図面（推奨図面） ６面図及び斜視図
（２）図面の種類 線図、ＣＧ、写真可
（３）図面の省略 可
知的財産法第6条



２２．優先権

（１）有無 有
（２）申請タイミング 出願から６ヶ月

（３）証明書要否 要
（４）証明書の提出期限 出願から１ヶ月
知的財産法第100条



(1) URL：http://iplib.noip.gov.vn

(2) 分類検索： ロカルノ分類検索可

(3) 英語のキーワード検索： 有り

(4) 結果表示： 書誌一覧他有り

(5) 公報表示： なし。代表図のサムネイル表示のみ。

(6) 収録範囲： 1988年出願以降

２３．ＩＰＤＬ検索

ベトナム特許庁IPDL(IP LIB) http://iplib.noip.gov.vn より

・TOP PAGEで右上の「ENGLISH」を選択後、左
欄の「Industrial Design」を選択すると検索画面
が表示される。
・「*」や「?」を使った検索も可能。詳細につ
いては[HELP]を参照できる。



ベトナム特許庁IPDL(IP LIB) http://iplib.noip.gov.vn より



２４．現行法の施行日

2006年7月1日

２５．条約加盟状況

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟



第2小委員会
BRICsおよびアジア諸国にかかる意匠実務研究

⑯ フィリピン編

特許庁HP http://www.ipophil.gov.ph/



１. 保護法域

知的財産法に統合されている。施行規則は実用新案と意匠が統合。

第113条保護のための実体的条件
113.1新規性又は装飾性のある意匠のみが本法による保護の利益を受ける。
113.2ある技術的な結果を得るための主として技術的若しくは機能的考慮により特定される意匠又は公の秩
序，健康若しくは善良の風俗に反する意匠は，保護されない。

画面の保護に関する規定はなく、登録例は存在するが、無審査のため登録の有効性につ
いては疑いがある。

フィリピン条文知的財産法（以下、IP法） 第２部第１３章
実用新案及び意匠に関する規則（以下、規則） 第３部（意匠）第４部（共通規定）

２．機能に関連する意匠の保護の可否

３．画像意匠保護

機能のみからなる意匠は保護されない。



JETRO模倣対策マニュアルより

４．出願～登録期間、権利期間と起算日

(1) 出願~登録期間：出願から1年程度

(2) 登録の起算日：出願日（出願の受理
日(出願人及び物品又は図形の表示の提

出が受領された日）、満たさなかった場合
誤りが訂正された日）
規則303

(3) 権利期間：出願から１５年
出願日から５年＋５年毎に２回更新
IP法118条／規則315



５ ．実体審査

実体審査なし

方式審査のみ（1.意匠の定義に合致しているか 2.新規性、独創性 3.公序良俗に違背

※登録性に関する報告書作成の請求制度有り（請求から２ヶ月以内に提供される。利
害関係人による請求も可）
IP法113条

６． 自発補正

方式審査を通過し、出願人への方式報告書郵送日から２ヶ月以内
規則308(b)



国内外公知、国内外刊行物

先行技術は，次のものからなる。
24.1発明を請求する出願の出願日又は優先日の前に世界の何れかの場所において公衆が利用することができる
ようにされているすべてのもの

119.1特許に関する次の規定を意匠登録について準用する。
第21条 新規性
第24条先行技術。ただし，その開示が印刷物又は現実の形状に含まれていることを条件とする。
第25条
・
・

７．公知公用／刊行物記載

例外（出願日又は優先日の前６ヶ月）、条件なし（自己、他人とも有り）。提出書類につい
ては規定なし。
IP法25条／規則302

８．新規性喪失の例外規定



方式審査を通過し、出願人への方式報告書郵送日から２ヶ月が経過した時点で公告され
る。通常出願から４～６ヶ月程度。／公開公報

なし

なし

９-１．意匠が公開されるタイミング／発行形態

９-２．秘密制度／公告繰延べ

１０．早期審査



なし

併合出願可能
条件：

・相互に明確に区別されるものであってはならず、単一の意匠概念に包含されて、実質
的に類似する顕著な意匠の特徴を有するものでなければならない。

・国際分類の同一の中分類に属するか、又は同一の組物もしくは構成物品に係る物で
なければならない。
規則313

なし

１１．関連（類似）制度（互いに類似する意匠を関連付けて出願する制度の有無）

１２．多意匠一出願（類似性は関係なく、複数意匠を一括で出願可能な制度の有無）

１３．部分意匠



なし
ただし、利害関係人による、情報、証拠もしくは資料提供制度有り。
（公告から２ヶ月以内）
規則314.1

取消審判あり（誰でも、意匠登録存続期間、一部取消可）

規則317／規則317.1

なし

１４．異議申立

１５．無効審判

１６．情報開示義務



なし

１７．第一国出願の制限

１８．意匠の特徴記載

１９．宣誓書等

フィリピン語又は英語
規則309

２０．言語

任意（特徴の説明及びクレーム(意匠の性格に応じて)）

必要書類：譲渡証含む委任状
公証認証：不要



必要図面（推奨図面）
：斜視図、正面図、側面図、平面図、底面図及び/又は背面図（色をクレームする場
合は、立体を表す陰影の代わりに断面図の提出が必要）

図面の種類
：原則、黒色インクによる線図のみ。
：写真による出願は、*特別な範疇に該当しない限り不可。

*写真出願は、 「provisional drawing」として出願日を確保するためにのみ認め
られており、後日、図面不明瞭を理由として、線図への変更指令が出る可能
性が高い。

：ＣＡＤ図面を認める旨の条文はある。
RULE 312.6. Requirements for Graphic Representation of Industrial Designs. — Graphic 
representation of industrial design such as computer aided drawing (CAD) in lieu of the India 
Ink Drawing could be accepted provided that such should be made in conformity with these 
Regulations particularly with request to the special requirements for drawing of an industrial 
design.

期間：出願から６ヶ月
優先権証明：必要
提出期間：６ヶ月以内（英文翻訳も同時に提出）

規則305

２１．図面様式

２２．優先権



(1) URL：http://www.ipophil.gov.ph/
(2) 分類検索：不可
(3) 英語のキーワード検索：あり
(4) 結果表示：一覧表示（すべてではないが代表図表示あり）

案件ごとの表示は書誌情報と図面を別々に表示。
(5) 公報形式表示有無：なし

２３．IPDL検索

PhilPatSearch（フィリピンＩＰＤＬ）
http://patents.ipophil.gov.ph/patsearch2/ より

意匠公報テキスト検索

・キーワード入力
・ Industrial Designの
みにチェック
・Search実行

検索一覧表示

クリックして各案件画面へ

ロカルノ分類は検索項目には
ないが、書誌事項には含まれてい
るので検索項目を
Abstract/BibliographicにしてD+ロ
カルノ分類(ex.D10-07)を入力する
ことによりで検索可能。

・検索項目は、部品名、書誌事項、登録番号、日付（出願／登録／公報
発行）
・検索は全文一致のみで範囲等の指定は不可
・公報に記載されている文字列はAbstract/Bibliographicにて全文検索で
きる。

http://www.ipophil.gov.ph/
http://patents.ipophil.gov.ph/patsearch2/


PhilPatSearch（フィリピンＩＰＤＬ） http://patents.ipophil.gov.ph/patsearch2/ より

Abstract/Bibliographic Data画面

Description画面

Drawing画面

各案件画面

http://patents.ipophil.gov.ph/patsearch2/


２５．条約加盟状況

２４．現行法の施行日

パリ条約 加盟
ヘーグ協定（ジュネーブアクト) 未加盟
ロカルノ協定 未加盟

2008年
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